
 

 

 

 

 

 

第１章 給水装置工事 
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１．給水装置工事のあらまし 

 

 給水装置工事は、施主から工事の依頼を受けたときから始まり、基本調査を行い、設計見積り、工

事契約を結び、水道局へ工事申し込みを行い、承認を得る。 

 承認された内容に従って施工し、工事完成後、水道局の工事検査を受け合格後通水し、施主に引渡

し、工事完了となるものである。一連の基本的な手順については図１－１に示すとおりである。 

 

《 給水装置 》ってなんだろう？ 

（給水装置とは、維持管理区分） 

 

 水道局の配水管を通って送られてきた水を、いつでも自由に、必要なだけ使えるように、 

家庭には、蛇口や止水栓、メーターなどの装置がついています。一般の家庭とビル・マン 

ションなどでは、いくらか≪しくみ≫が違いますが、各ご家庭まで引き込まれた給水管か 

ら内部のこのような装置をまとめて≪給水装置≫といいます。 

 なお、ビルやマンションなどで受水槽を設置した場合は、受水槽の入口までが≪給水装置≫ 

です。受水槽から蛇口までの装置は≪給水設備≫といいます。 

 

 

 

 

 

           

 

 

給水装置 給水装置（受水槽入口まで） 給水設備（受水槽から蛇口まで） 

ポンプ 

メーター・直結止水栓 

給水管 

受水槽 

分水栓 

止水弁 メーター 

 
高置水槽 

配水管 

宅地内での配水管からメーター部分までの給水
管の自然漏水については、水道局で修理しま
す。ただし、タイル、よう壁等の工作物の復旧
はお客様の負担となります。 

所有者又は使用者の負担で修理する部分 

所有者又は使用 

者の負担で修理 

する部分 

個 人 の 所 有 個 人 の 所 有 維持管理 

区分 

修繕区分 

メーターボックス 
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蛇口 
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   図１－１ 

給水装置工事の施行順序（フロー） 
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２．給 水 装 置 

給水装置の定義 

 給水装置とは、水道法第 3 条第 9 項により「需要者に水を供給するために水道事業者の施設した

配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。」と定義づけられていて、 

機構的に配水管と直結して有圧のまま給水するものである。従って、配水管の水圧を受けない構造に

なっているもの、たとえば受水槽以下の装置は、飲料水の配管設備であっても、水道法でいう給水装

置には含まない。 

 しかし、構造、衛生いずれの面からみても、給水装置と同様に重要な施設であるので、受水槽以下

についても給水装置に準じて考える必要がある。 

 なお、受水槽以下の装置については、建築基準法や建物における衛生的環境の確保に関する法 

（通称、ビル管理法）や消防法の適用を受ける。 

 ⑴ 給 水 管 

   給水管とは、配水管又は既設の給水装置から給水するために、宅地や家屋内に引き込まれる管 

  をいう。 

   給水装置において主要部分を構成するものは、給水管である。したがって、給水管は十分な強 

  度を有するものであって、耐食性に優れ、かつ、水質に悪影響を与えないものでなければならな 

  い。 

⑵ 給水用具 

   給水用具とは、機構的に給水管と直結して一体となし、有圧のまま給水できる用具をいい、例 

  えば、分水栓、止水栓、水道メーター及び給水栓等があり、任意に取りはずしのできるゴムホー 

  ス等は含まれない。 

ア 浄水器・活水器とは 

 （ア）浄水器 

     水道水中の残留塩素の溶存物質や濁度等の減少を主目的とした給水用具で、先止め式 

浄水器と元止め式浄水器がある。 

      ａ 先止め式浄水器 

      水栓の流入側に取り付けられ常時水圧が加わるもので、すべて給水用具に該当する。 

    ｂ 元止め式浄水器 

  水栓の流出側に取り付けられ常時水圧が加わらないもので、浄水器と水栓が一体 

 として製造・販売されているもの（ビルトイン型またはアンダーシンク型）は給水 

用具に該当するが、浄水器単独で製造・販売され需要者が取付けを行うもの（給水 

栓直結型および据え置き型）は該当しない。 

   （イ）活水器 

       磁石などにより水に何らかのエネルギー与える装置で浄水器とは異なる給水用具で 

      日本水道協会の認証を受けた製品でなければならない。 

       なお、公に定められた規格基準が無く、その性能についての試験方法等は一般的に確 

      立されたものは無い。 



- 4 - 

 

⑶ 給水管及び給水用具の選定 

   給水装置に用いる給水管及び給水用具は、水道法基準適合品（以下「基準適合品」という。） 

  を使用する。 

   また、管等の選定が適正であっても、管径の決定、配管位置、接合工法及び防護工事に不備が 

  あると給水装置としての機能を十分発揮することができないので、これらの設計・施工に当たっ 

  ては、それぞれの基準に適合するように留意しなければならない。 

 

３．施主からの工事依頼 

 

 工事の依頼は、工事を希望する者が薩摩川内市水道事業指定給水装置工事事業者（以下「指定工事 

業者」という。）へ依頼しているのが通常であり、給水装置工事に関して指定工事業者は、市民と水

道局を結ぶパイプ役となっている。 

 工事依頼といっても、施主・工事の種類・内容等、千差万別であるが、工事の依頼というよりも工

事の相談も相当あると思われるため、市民のよき相談役として親切・丁寧に応対することは指定工事

業者としての責務である。 

 

１ 給水装置の種別 

給水装置は、次の３種に区分する。 

  ⑴ 専用給水装置（１世帯又は１箇所で使用するもの） 

  ⑵ 共用給水装置（屋外に設置し、２世帯以上で共同して使用するもの） 

  ⑶ 私設消火栓（消防用に使用するもの） 

 

 ２ 給水装置工事の種類と内容 

   給水装置工事の種類は、工事の内容によって次のとおり分類する。 

  ⑴ 新設工事 

    新規に給水装置を設置する工事。 

  ⑵ 改造工事 

    給水管の増口径、管種変更、給水栓の増減、取出位置変更、メーター位置変更、解体工事等 

給水装置の原形を変える工事。 

  ⑶ 修繕工事 

    水道法第 16条の 2 第 3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除くもので、原 

則として、給水装置の原形を変えないで給水管、給水栓等の部分的な破損箇所を修理する工事。 

  ⑷ 撤去工事 

    給水装置を配水管、又は他の給水装置の分岐部から取り外す工事。通常は給水装置が不要に 

なった場合、その給水装置所有者から申込みを受けて行う工事。 
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４．設 計、施 工 

 給水装置の設計とは、現場調査から配管ルート及び管種の決定、図面の作成、工事費概算額の算出

などに至る一切の事務及び技術的措置をいい、その設計は、給水量、水質及び措置の保持について万

全を期すため、諸規定、諸条件に基づいて適正に行わなければならない。 

 

４．１ 基本的要件 

 給水装置は、飲料水を供給する設備であり、その構造及び材質は衛生的で、かつ、安全なものでな

ければならない。そのため、水道法施行令第 5条に「給水装置の構造及び材質の基準」を規定して

いる。 

 本市もこれに基づき、「給水条例」「給水条例施行規程」「指定給水装置工事事業者規程」にその基

準を定めている。 

 

◎ 水道法施行令第 5 条（給水装置の構造及び材質の基準） 

 ⑴ 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から３０ｃｍ以上離れていること。 

 ⑵ 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過 

大でないこと。 

 ⑶ 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。 

 ⑷ 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれ 

がないものであること。 

 ⑸ 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置がされていること。 

 ⑹ 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。 

 ⑺ 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、 

水の逆流を防止するための適当な措置がされていること。 

    前号各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。 

 

◎ 給水装置の構造及び材質に関する省令（厚生省令第 14 号） 

 ⑴ 耐圧に関する基準（第 1条） 

   本基準は、水道の水圧により給水装置に水漏れ、破壊等が生じることを防止するためのもので 

ある。 

 ⑵ 浸出等に関する基準（第 2条） 

   本基準は、給水装置から金属が浸出し、飲用に供される水が汚染されることを防止するための 

ものである。 

 ⑶ 水撃限界に関する基準（第 3 条） 

   本基準は、給水用具の止水機能が急閉止する際に生じる水撃作用により、給水装置に破壊等が 

生じることを防止するためのものである。 

 ⑷ 防食に関する基準（第 4条） 

   本基準は、給水装置が酸又はアルカリ等による侵食を防止するためのものである。 
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 ⑸ 逆流防止に関する基準（第 5 条） 

   本基準は、給水装置から汚水の逆流により、水道水の汚染や公衆衛生上の問題が生じることを 

防止するためのものである。 

 ⑹ 耐寒に関する基準（第 6条） 

   本基準は、給水用具内の水が凍結し給水用具に破壊が生じることを防止するためのものである。 

 ⑺ 耐久に関する基準（第 7条） 

   本基準は、頻繁な作動を繰り返すうちに弁類が故障し、その結果、給水装置の耐圧性、逆流防 

止等に支障が生じることを防止するためのものである。 

   上記の基準に給水装置の構造及び材質が適合していないときは、水道法第 16条の規定により 

水道事業者はその者の給水契約の申込みを拒み、または給水を停止することができる。 

 

４．２ 設計上の基本条件 

 設計上の基本条件は次のとおりである。 

 ⑴ 需要者が必要とする水量を十分に供給でき、かつ、管径は著しく過大でないこと。 

 ⑵ 付近の給水に著しい影響を及ぼさないこと。 

 ⑶ 材料及び用具は、基準適合品であること。 

 ⑷ 水が汚染され、又は漏れるおそれのないものであること。 

 ⑸ 当該給水装置以外の水管、その他の設備に直結されていないこと。 

 ⑹ 給水管内に水道水以外の水が逆流するおそれがないこと。 

 ⑺ 滞留水の生じるおそれがないこと。 

 ⑻ 水撃作用（ウォーターハンマー）が生じないものであること。 

 ⑼ 通水を阻害する滞留空気の発生しないものであること。 

 ⑽ 電食、酸食、その他の腐食及び凍結等の損害のおそれがないこと。 

 ⑾ 工事費が適正であり、美観を損わず、使用上便利であること。 

 ⑿ 将来とも維持管理が容易であること。 

⒀ 水道メーター位置については、管理者の指定する位置に設置すること。 
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４．３ 基 本 調 査 

 給水装置工事の依頼を受けた場合は、現場の状況を把握するために必要な調査を行うものとする。 

 基本調査は、設計・施工の基礎となる重要な作業であり、調査の良否は、計画の策定、施工さらに 

は、給水装置の機能にも影響するため慎重に行う必要がある。 

 基本調査には、事前調査と現場調査に区分され、主任技術者は、その内容によって「工事申込者に

確認するもの」、「管理者に確認するもの」、「現場調査により確認するもの」があり、これらを組合せ

ると図４－１のようになり、綿密な調査ができる。 

 

図４－１ 基本調査の構成 

 

これらの基本調査について、調査項目と調査内容を概略的に整理すると表４－１のとおりである。 

 

⑴ 事前調査 

  ア 新設工事の場合、付近の配水管の布設状況および既設給水装置の有無について十分調査す 

   る。 

  イ 既設給水装置から分岐する場合は、当該給水装置の図面を調査し、将来、水圧や水量不足の 

   原因にならないか調査する。 

  ウ 撤去、改造の場合は、既設給水装置を図面で確認する。 

⑵ 現場調査 

  ア 工事申込者（需要者）が必要とする使用水量。 

  イ 工事場所に適した材料・器具の選定、合理的な配管方法、給水管の取付場所。 

  ウ 配水管または既設給水装置の布設位置、口径及びその利用状況並びに水圧及び水量。 

  エ 維持管理が容易にできる止水弁等の位置の確認。 

  オ 道路を掘削する場合は、道路種別（国道・県道・市道・農道・里道・私有地道等）及び、舗          

   装種別の確認。 

  カ 道路に埋設された各種埋設物の占用位置および埋設深さ等の調査及び確認。 

  キ 他人の給水装置から分岐し、又は他人の土地を通過して給水管を布設しなければならない場 

   合は、その承諾を得られるかどうかの確認。 

基本調査 

事前調査 水源調査 

配水管 

既設給水装置 

現場調査 設計・施工に必要な事項の調査 
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表４－１ 調査項目と内容 

 

  

調 査 項 目 調 査 内 容 

調査（確認）場所 

工 事 

申込者 

水 道 

事業者 
現 地 その他 

1．工 事 場 所 町名、丁目、番地等住居表示番号 ○  ○  

2．使 用 水 量 
使用目的（事業・住居）、使用人員 

延床面積 
○  ○  

3．既設給水装置 

   の 有 無  

所有者、布設年月、形態（単独栓・連合

栓）、口径、管種、布設位置、使用水

量、給水装置番号 

○ ○ ○ 所有者 

4．屋 外 配 管 
水道メーター、止水弁（仕切弁）の位置 

布設位置 
○  ○  

5．屋 内 配 管 給水栓の位置（種類と個数）、給水用具 ○  ○  

6．配 水 管 の 

   布 設 状 況 

口径、管種、布設位置、仕切弁 

配水管の水圧、消火栓の位置 
 ○ ○  

7．道路の状況  
種別（公道・私道等）、幅員、舗装別 

舗装年次 
  ○ 

道 路 

管理者 

8．各種埋設物の 

   有 無 

種類（下水道・ガス・電気・電話等） 

口径、布設位置 
  ○ 

埋設物 

管理者 

9．現 地 の  

   施 工 環 境 
施工時間（昼・夜）関連工事   ○ 

道 路 

管理者 

10．既設給水管か 

    ら分岐する  

    場 合 

所有者、給水戸数、布設年月、口径、布

設位置、既設建物との関連 
○ ○ ○ 所有者 

11．受水槽方式の 

    場 合 

受水槽の構造、位置、点検口の位置 

配管ルート 
  ○  

12．工事に関する 

    同意承諾の 

    取 得 確 認 

分岐の同意、私有地給水管埋設の同意、

その他利害関係人の承諾 
○   

利 害 

関係者 

13．建 築 確 認 建築確認通知（番号） ○    
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４．４ 給水方式の決定 

 給水方式は、直結直圧方式（図４－２）と受水槽方式（図４－３）に分けられ、この他両方式を併 

用する直結・受水槽併用方式もある。原則、直結直圧方式とするが、どの方式を採用するかは、付近 

の配水管の年間を通しての水圧状況、給水箇所及び使用目的及び維持管理面等を考慮して決定するこ

ととなる。なお、直結増圧式は承認していない。 

⑴ 直結直圧方式 

   直結直圧方式は、給水装置の末端まで配水管の圧力を利用して給水する方式である。 

   直結直圧方式となりうる場合は、下記のとおりである。 

  ア 配水管の水圧及び水量が給水装置の使用水量に対して十分である場合。 

  イ 断減水のおそれがなく、常時円滑に給水が得られる場合。 

  ウ ２階までの給水である場合。 

    配水管の計画最小動水圧は 0.147MPa（1.5kgf／cm2）を標準としている。この水圧では、 

   ３階以上の高所への給水は困難な場合が多いため、直結直圧方式は２階までとする。 

    ただし、薩摩川内市「直結直圧式給水設計施行基準」（P133 資料 10）の要件を満たす場合 

は３階直結直圧方式を認める。 

 ⑵ 受水槽方式 

   受水槽方式は、給水装置の末端に受水槽を設け、高置水槽等にポンプで揚水し給水する方式 

  である。 

   受水槽方式にしなければならない場合は、下記のとおりである。 

  ア ３階以上の建物へ給水する場合。ただし、「直結直圧式給水設計施行基準」の要件を満たす 

場合は除く。 

  イ 病院等で災害時、事故等による水道の断水、減水時にも給水の確保が必要な場合。 

  ウ 配水管の水圧変動にかかわらず常時一定の水量水圧を必要とする場合。 

  エ 配水管の工事による断水及び事故による緊急断水等に、必要最小限の給水を確保する必要が

ある場合。 

  オ 一時に多量の水を必要とするとき、又は使用水量の変動が大きいとき等に、配水管の水圧低 

   下を起こすおそれがある場合。 

  カ 毒物・劇物及び薬品等の危険な化学物質を使用する工場等、逆流によって配水管の水を汚染 

するおそれのある場合。 

  キ その他管理者が指定した場合。 

 

⑶ 直結・受水槽併用方式 

   この方式は、前項の要領により２階までを直結直圧方式給水とし、３階以上を受水槽方式給水 

  とするものである。なお、この場合双方の配管系統が副輳し、時には相互に誤って連結をするお 

  それがあるので十分注意する必要がある。 
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直結直圧方式 

※受水槽を設置する場合は、有効容量 10㎥を超える受水槽は、水道法で簡易専用 

 水道として年 1回の清掃と定期検査が義務付けられている。（法第 34条 2） 

また、小規模貯水槽水道（有効容量 10㎥以下）でも薩摩川内市水道事業給水条例 

に基づき、水道法に準じた管理を規定している。（給水条例第 38条及び第 39条） 
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４．５ 計画使用水量の決定 

 

用語の定義 

 給水装置の単位時間当たりの計画使用水量を求めるには、まずその給水装置が直結方式か受水槽方 

式かによって分かれる。 

 計画使用水量は、給水管の口径、受水槽容量といった給水装置系統の主要諸元を計画する際の基礎

となるものであり、建物の用途及び水の使用用途、使用人数、給水栓の数等を考慮して定め、給水装

置の種類に対する計算方法は次の表４－２のとおりである。 

 

表４－２ 

   同時使用水量の算定に当たっては、各種算定方法の特徴を踏まえ、実態に応じた方法を選択す 

  ること。 

 

1．計画使用水量とは、給水装置工事の対象となる給水装置に給水される水量をいい、給水装置の 

 給水管の口径の決定等の基礎となるものである。 

2．同時使用水量とは、給水装置工事の対象となる給水装置内に設置されている給水用具のうちか 

 ら、いくつかの給水用具を同時に使用することによってその給水装置を流れる水量をいい、一般 

的に計画使用水量は同時使用水量から求められる。 

3．計画１日使用水量とは、給水装置工事の対象となる給水装置に給水される水量であって、１日 

 当たりのものをいう。計画１日使用水量は、受水槽方式給水の場合の受水槽の容量の決定等の基 

 礎となるものである。 

給水 

方式 
番号 計 算 の 方 法  給水装置の種類  

直

結

方

式 

① 
各水栓の使用量×同時使用率を 

考慮した給水用具数 

単位時間（分）当たりの使用量を必要とする

直結給水方式のうち、一戸建等の小規模給水

装置 

② 給水用具単位数と同時使用水量表 

単位時間（分）当たりの使用量を必要とする

直結給水方式のうち、複合店舗等の大規模給

水装置 

受
水
槽
方
式 

③ 
単位床面積当たり使用水量×延べ床

面積 

１日当たりの使用水量を必要とする受水槽方

式受水槽以下は、①又は②で計算する。 

④ 
１人１日当たり使用水量×使用人員 

（単位床面積当たり人員×床面積） 

１日当たりの使用水量を必要とする受水槽方

式 
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１ 一般的小規模給水装置の場合 

  ①の方法で各用途ごとの給水用具の使用水量と同時使用率を考慮した給水用具数との積を同時 

 使用水量とする。 

 

    同時使用水量 ＝ 用途別使用水量 × 同時使用率を考慮した給水用具数 

 

  給水用具の用途別使用水量を表４－５に、同時使用率を考慮した給水用具数を表４－６に示す。 

  また、給水用具の標準使用水量を表４－７に参考のため示す。 

 

（注－１）小規模給水装置については、一般的な使用で給水用具の口径が13mm の場合、各給水用

具の使用水量は 12 ℓ ／分で考慮しても差し支えがないと思われる給水装置のメーター口

径を次の表４－３に示す。 

 

     表４－３ 取付給水用具（口径１３mm）数によるメーター口径      

取付給水用具数 メーター口径 

1 ~ 4 13mm 

 5 ~ 15 20mm 

16 ~ 20 25mm 

21 ~（30）~ 40mm 

※ 一般住宅及び水を営業目的で使用しない事務所等については、一般的な使用で給水用具の口径 

  が 13mm の場合、取付給水用具数 10個まではメーター口径 13mm でもよい。 

 

（注－２）給水用具の数と同時使用水量の関係について標準値から求める方法。 

 給水装置内の全ての給水用具の個々の使用水量を合計した全使用水量を給水用具の総数で割ったも 

のに、使用水量比を乗じて求める。 

（主に取付給水用具数 30個以下で口径 13mm 以上の給水用具が混在する場合に用いる。） 

 

    同時使用水量 ＝ 給水用具の全使用水量 ÷ 給水用具総数 × 使用水量比  

 

     表４－４ 給水用具数と使用水量比 

 

 

 

 

 

  

給水用具数 1 2 3 4 5 6 7 

使用水量比 1 1.4 1.7 2.0 2.2 2.4 2.6 

給水用具数 8 9 10 15 20 30  

使用水量比 2.8 2.9 3.0 3.5 4.0 5.0  
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表４－５ 種類別吐水量と対応する給水用具の口径 

 

表４－６ 同時使用率を考慮した給水用具数 

  注）１本の給水管から分岐して２世帯以上に給水する場合には、実情によりその数を増加しなけ 

ればならない。 

 

表４－７ 給水用具の標準使用水量 

 

 

 

 

  

用 途 使用水量（ℓ ／分） 対 応 する 給 水  
用具口径（mm） 

備    考 

台 所 流 し  12 ～ 40 13 ～ 20  

洗 濯 流 し  12 ～ 40 13 ～ 20  

洗 面 器   8 ～ 15 13  

浴 槽 （ 和 式 ） 20 ～ 40 13 ～ 20  

  〃   （ 洋 式  ） 30 ～ 60 20 ～ 25  

シ ャ ワ ー   8 ～ 15 13  

小便器（洗浄水槽）  12 ～ 20 13  

〃 （洗浄弁）  15 ～ 30 13 
１回（4～6 秒）の吐出量 
2～3 ℓ 

大便器（洗浄水槽）  12 ～ 20 13  

〃 （洗浄弁）   70 ～ 130 25 
１回（8～12秒）の吐出量 
13.5～16.5 ℓ 

手 洗 器   5 ～ 10 13  

消 火 栓（ 小型 ）  130 ～ 260 40 ～ 50  

散 水 15 ～ 40 13 ～ 20  

洗 車 35 ～ 65 20 ～ 25 業務用 

総給水用具数（個） 
同時使用率を考慮し 

た給水用具数（個） 
総給水用具数（個） 

同時使用率を考慮し 

た給水用具数（個） 

      1 1 11～15 4 

    2～4 2 16～20 5 

5～10 3 21～30 6 

給水用具の口径（mm） 13 20 25 

標準使用水量（ ℓ ／分） 17 40 65 
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（注-３）集合住宅などにおける同時使用水量の算定方法 

 全体の同時使用戸数については、給水戸数と同時使用戸数率（表４－８）により同時使用戸数を定

め同時使用水量を決定する方法である。 

表４-８ 給水戸数と同時使用戸数率 

（ 

（

   

（注‐４）給水用具数の算定 

   ※給水用具数は原則として蛇口数と考えるが、下記の用具は算定しない。 

  ⑴ 給湯機は湯水栓の数に関係なく二次給水とみなし、給水用具数を１個と算定する。又、逆止 

   弁と給湯機の間に減圧弁を設置し、減圧弁と給湯機の中間より、シャワー等の用具を設置する 

場合についても、そのシャワー等の用具を含めて１個と算定する。 

 

  ⑵ 逆止弁２次側の給水管に接続する給湯機等の用具は、逆止弁１個につき１基を原則とする。 

  ⑶ 瞬間湯沸器は、流しの用具とは別に１個と算定する。 

  ⑷ トイレにおいて、便器と手洗器が一体化（ユニット）された製品については１個と算定する。 

⑸ アングル止水栓以降で分岐されたものについても給水用具１個と算定する。ただし、標準流 

量が５ ℓ ／分以下の水栓については、給水負担金にかかる給水用具として算定しない。 

  ⑹ 二又の給水栓は１個とする。 

２．大規模給水装置の場合 

    ②の方法で給水用具が多数ある場合に給水用具給水負荷単位及び同時使用水量表を用いること 

により、計画使用水量を求める。 

   ⑴ 給水用具給水負荷単位とは、洗面器を１とし、これと比較した給水用具の数値を示したも 

ので、表４－９において個人用とは住宅、アパート等の使用の激しくない場合に用い、公衆 

用とは事務所、学校、ホテル、その他多数の人が使用する建物等に使用する。 

   ⑵ 図４－５給水用具給水負荷単位による同時使用水量図において図Ｂは図Ａの給水用具給水負 

荷単位数が 240以下の部分を拡大したものであり、図表中の曲線で上位の①曲線はフラッシ 

ュバルブが多い場合、又下位の②曲線は洗浄タンクを比較的多く使用した場合に用いる。 

〔図４－５の使用法〕 

   先に水栓の給水用具負荷単位の合計を計算し、その合計数を図Ａ又は図Ｂの横軸上にとり、曲 

線①又は②との交点を求め、その交点を左に進み縦軸上の読みが、求める設計水量（ ℓ ／min） 

である。 

戸    数 1～3 4～10 11～20 21～30 31～40 41～60 61～80 81～100 

同時使用戸数率（％） 100 90 80 70 65 60 55 50 
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表４－９ 給水用具給水負荷単位表 

（空気調和衛生工学便覧平成７年度版による） 

  

給 水 用 具 水     栓 
給水用具給水負荷単位 

 個 人 用 公 衆 用 

 大 便 器  洗 浄 弁 6 10 

   〃  洗浄タンク 3 5 

 小 便 器  洗 浄 弁  5 

   〃  洗浄タンク  3 

 洗 面 器  給 水 栓 1 2 

 手洗い器    〃 0.5 1 

 医療用洗面器    〃  3 

 事務室用流し    〃  3 

 台所流し    〃 3  

 料理場流し    〃 2 4 

   〃  混 合 弁  3 

 食器洗流し  給 水 栓  5 

 連合流し    〃 3  

 洗面流し（水栓１個につき）    〃  2 

 掃除用流し    〃 3 4 

 浴   槽    〃 2 4 

 シャワー  混 合 弁 2 4 

 浴室一そろい  大便器が洗浄弁による場合 8  

   〃  大便器が洗浄タンクによる場合 6  

 水飲み器  水飲み水栓 1 2 

 湯沸し器  ボールタップ  2 

 散水・車庫  給 水 栓  5 
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（３） 受水槽方式給水の場合 

  計画１日使用水量は、建物種類別単位給水量・使用時間・使用人員（表４－１０）を参考にし、 

 当該施設の規模と内容、給水区域内における他の使用実態などを十分考慮して設定する。 

  計算方法は、表４－２の③及び④の方法で、③の方法は建築物の単位床面積当り使用水量に延 

  べ床面積を乗じた方法であり、④の方法は建物種類別の１人１日当り使用水量に使用人員を乗じ 

 た方法である。 

  表４－１０にない業務等については、使用実態及び類似した業務等の使用水量実績を調査して算 

 出する必要がある。 

  また、実績資料等がない場合でも、例えば用途別及び使用給水用具ごとに使用水量を積み上げて 

 算出する方法もある。 

  なお、受水槽容量は、計画１日使用水量の４／１０～６／１０程度が標準である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 Ａ 

図 Ｂ 

、 
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⑶ 受入槽方式給水の場合 

   計画１日使用水量は、建物種類別単位給水量・使用時間・使用人員（表 4－10）を参考にし、 

当該施設の規模と内容、給水区域内における他の使用実態などを十分考慮して設定する。 

  計算方法は、表 4－2の③及び④の方法で、③の方法は建築物の単位床面積当たり使用水量に延 

べ床面積を乗じた方法であり、④の方法は建物種類別の１人１日当たり使用水量に使用人員を乗 

じた方法である。 

   表 4－10にない業務等については、使用実態及び類似した業務等の使用水量実績を調査して 

算出するものとする。 

   また、実績資料等がない場合でも、例えば用途別及び使用給水用具ごとに使用水量を積み上 

げて算出する方法もある。 

なお、受入槽容量は、計画１日使用水量の 4／10～6／10 程度が標準である。 

高置水槽の有効容量は、計画１日使用水量の 1／10 程度が標準である。 
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表４－１０ 建物種類別単位給水量・使用時間・使用人員 

 注１）単位給水量は設計対象給水量であり年間１日平均給水量ではない。 

  ２）備考欄に付記のない限り、空調用水、冷凍機冷却水、実験・研究用水、プロセス用水、 

    プール、サウナ用水等は別途加算する。 

建 物 種 類 
単 位 給 水 量 

（１日当たり） 

使用 

時間 

(ｈ/ｄ)  

  注    記  

有効面積当 

たりの人員 

な   ど 

  備      考  

戸 建 住 宅 

集 合 住 宅 

独 身 寮 

200～400 ℓ /人 

200～350 ℓ /人 

400～600 ℓ /人 

10 

15 

10 

居住者１人当たり 

居住者１人当たり 

居住者１人当たり 

0.16 人/㎡ 

0.16 人/㎡ 

 

官公庁・事務所 60～100 ℓ /人 9 在勤者１人当たり 0.2 人/㎡ 
男子 50 ℓ /人、女子 100 ℓ /人  

社員食堂・テナント等は別途加算  

工 場 60～100 ℓ /人 

操業 

時間 

+1 

在勤者１人当たり 

座り作業 

0.3 人/㎡ 

立ち作業 

0.1 人/㎡ 

男子 50 ℓ /人、女子 100 ℓ /人  

社員食堂・テナント等は別途加算  

総 合 病 院 
1,500～3,500ℓ/床 

30～60ℓ/㎡ 
16 延べ面積 1 ㎡当たり  

 設備内容などにより詳細に検討す

る 

ホ テ ル 全 体 

ホテル各室部 

500～6,000 ℓ /床 12   設備内容などにより詳細に検討 

250～450 ℓ /床 12   各室部のみ 

保 養 所 500～800 ℓ /人 10    

喫 茶 店 
20～50 ℓ /客 

55～130 ℓ /店舗㎡ 
10 

 床面積には厨 

房面積を含む 

厨房で使用される水量のみ 

便所洗浄水などは別途加算 

飲 食 店 
55～130 ℓ /客 

110～530 ℓ /店舗㎡  
10 

 

同  上 

同  上 

定性的には、軽食・そば・和 

食・洋食・中華の順に多い  

社 員 食 堂 
25～50 ℓ /食 

80～140 ℓ /食堂㎡ 
10 

 食堂面積には 

厨 房 面 積 を 含 む 
同  上 

給食センター 20～30 ℓ /食 10   同  上 

デ パ ー ト 

スーパーマーケット  
15～30 ℓ /㎡ 10 延べ面積 1 ㎡当たり  

 
従業員分・空調用水を含む 

小・中・普通 

高 等 学 校 

大 学 講 義 棟 

70～100 ℓ /人 9 
（生徒+職員） 

１人当たり 

 教師・従業員を含む 

プール用水(40～100 ℓ /人) 

は別途加算 

2～4 ℓ /㎡ 9 延べ面積 1 ㎡当たり   実験・研究用水は別途加算 

劇場・映画館 
25～40 ℓ /㎡ 

0.2～0.3 ℓ /人 
14 

延べ面積 1 ㎡当たり  

入場者１人当たり 

 
従業員分・空調用水を含む  

ターミナル駅 

普 通 駅 

10 ℓ /1,000 人 

3 ℓ /1,000 人 

16 

16 

乗降客 1,000人当たり 

乗降客 1,000人当たり 

 列車給水・洗車用水は別途加算 

従業員分、多少のテナント分を含む 

寺 院 ・ 教 会 10 ℓ /人 2 参加者１人当たり  常住者・常勤者分は別途加算 

図 書 館 25 ℓ /人 6 閲覧者１人当たり 0.4 人/㎡ 常勤者分は別途加算 

店 舗 100 ℓ /人 8 常住  160 ℓ /人 0.16 人/㎡  

小 売 店 2,000～6,000 ℓ /軒 6～10 １軒当り  併用住宅は別途加算 

旅 館 45～100 ℓ /㎡ 10 延べ面積１㎡当り 
 部屋風呂無 

従業員分、厨房面積を含む 

医 院 30～60 ℓ /㎡ 9 延べ面積１㎡当り  入院無、併用住宅は別途加算 

老 人 ホ ー ム 300～600 ℓ /人 10  1 人/日 内容により検討する 

パ チ ン コ 店 60～100  ℓ /客席  10 １客席  従業員を含む 

クーリングタワーの水量（ℓ/日）＝ 

          冷凍能力（RT）×１ＲＴ当り冷却水量×補給係数(2～3/100)×運転時間 
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４．６ 給水管口径の決定 

⑴ 給水管の口径は、配水管の計画最小動水圧時において、その計画使用水量を十分に供給できる 

もので、かつ、経済性も考慮した合理的な大きさにする必要がある。 

   口径は、給水用具の立上りの高さと計画使用水量に対する総損失水頭を加えたものが、配水管 

の水圧の水頭以下となるよう計算によって定める。（図４－６参照）ただし、将来の使用水量の 

増加、配水管の水圧変動等を考慮して、ある程度の余裕水頭を確保しておく必要がある。 

    総損失水頭（∑ｈ）とは、 

ア 管の流入、流出口における損失水頭 

イ 摩擦による損失水頭 

ウ 水道メーター、給水用具類、管継手による損失水頭 

エ 管のわん曲、分岐、断面変化による損失水頭 

  以上の合計をいう。上記の損失水頭のうち主なるものは、管の摩擦損失水頭、水道メーター、 

 給水用具類及び管の継手による損失水頭であって、その他のものは計算上省略しても影響は少な 

い。 

  有効水頭とは、計画最小動水圧の水頭（Ｈ）から給水栓の立ち上り高さ（ｈ′）を差し引いたも 

 のである。 

        

（注） Σｈ＝Ｈ－ｈ′のとき、管の口径は最も経済的である。ΣｈがＨ－ｈ′に比べて小さいのは 

   構わないが、小さすぎるのは管の口径が過大であるため適当でない。経済的口径を選ぶために 

   はΣｈがＨ－ｈ′を超さない程度に近づけるように工夫する必要がある。 

 

 ⑵ 水理計算に当たっては、計画条件に基づき、損失水頭、管口径、メーター口径等を算出する。 

⑶ メーター口径は、計画使用水量に基づき、水道メーター型式別使用基準流量表（表４－１７） 

の範囲内で決定する。 

 

有効水頭 
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⑴ 給水管の摩擦損失水頭 

   摩擦損失水頭の計算は、給水管口径 50mm以下の場合ウエストン公式により、給水管口径 

  75mm以上の計算は、ヘイゼン・ウィリアムス公式による。 

  ア ウエストン公式（口径 50mm以下の場合） 

 

 

 

 

 

   ここに、ｈ：管の摩擦損失水頭（m） 

       Ｖ：平均流速    （m／S) 

       Ｌ：管の延長    （m） 

       Ｄ：管の口径    （m） 

       ｇ：重力の加速度  （9.8m／S2） 

       Ｑ：流量      （m3／S） 

 

  イ ヘイゼン・ウィリアムス公式（口径 75mm以上の場合） 

    ｈ＝10.666Ｃ-1.85・Ｄ-4.87・Ｑ1.85・Ｌ 

 

    Ｖ＝0.35464・Ｃ・Ｄ0.63・Ｉ0.54 

 

    Ｑ＝0.27853・Ｃ・Ｄ2.63・Ｉ0.54 

 

 

 

 

    Ｃ：流速係数 

      埋設された管路の流速係数の値は、管内面の粗度と管路中の屈曲、分岐部等の数及び通 

水年数により異なるが、一般に、新管を使用する設計においては、屈曲部損失などを含ん 

だ管路全体として 110、直線部のみの場合は、130が適当である。その他、ウエストン公 

式に同じ両公式の実際計算に当たっては、流量曲線図（図４－７）を用いると極めて便利 

である。 

 

⑵ メーター、給水用具類による損失水頭 

   給水装置における損失水頭のうち、水栓類及び水道メーター等が与える損失水頭について、実 

  験された結果を図示すると図４－８～４－１１のとおりである。 

ｈ＝ （0.0126+ 
0.01739-0.1087Ｄ 

）・ 
Ｌ 

・ 
Ｖ2 

√Ｖ Ｄ 2ｇ 

Ｑ＝ 
πｄ2 

・ Ｖ 
4 

ここに、Ｉ：動水勾配 
ｈ 

×1,000（‰） 
Ｌ 
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４．７ 図面の作図 

  給水装置の図面は、工事の施工及び維持管理の基本的資料となるものであるから、次の事項に留 

意して簡潔、明瞭かつ正確に作成することが大切である。 

⑴ 記載事項 

   ア 方 位：作図にあたっては方位を記入する。位置図は北を上にすることを原則とし、平面 

図は敷地や建物の形状にあわせて任意に設定する。 

   イ 位置図：給水（申込）家屋、付近の状況（主要な建物等）を記入すること。 

ウ 敷地及び建物の輪郭及び道路の形態、幅員（道路名の記入）及び配水管の管種及び管径 

   エ 配水管からの分岐箇所及びその位置を示すオフセット（３点以上）及び本管埋設深さ 

   オ 当該給水装置の配管図及び設計条件 

   カ 隣接地又は付近の給水装置番号 

   キ その他工事施工上必要とする事項（埋設物の表示等及び取出本管の管種、口径表示） 

⑵ 図面の表示方法 

    図面は給水装置表示記号（表４－１１～４－１３）を用いて、平面図及び立面図で表示する。 

    また、局部的に説明を要するものは、詳細図で表示する。（管に隣接して、埋設物がある場 

合、断面図により位置関係を表示する。） 

⑶ 単 位 

    道路の幅員、接続距離及び給水管の長さ等はｍで表示し、管径は呼び径で表示する。 

⑷ 縮 尺 

   ア 平面図は、原則として５０分の１から２００分の１の範囲で作成する。 

   イ 立面図は縮尺に関係なく、おおむね 45°の角度から見たときの配管図をわかりやく作成 

すること。作成にあたっては、平面図にあわせて記載すること。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ｎ 

右45°上がり 

立上り 

立下り 

（建物平面図） 

（立面図） 
北 

南 

上 

下 

（建物平面図） 

東 西 

左 右 

北（上） 

南（下） 

西（左） 東（右） 

（平面図） 
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   ウ 詳細図又は位置図の縮尺は、その構造又は設置個所が容易に判断できる範囲において、適 

    宜決定すること。 

⑸ オフセットの記入方法 

    配水管からの分岐箇所のオフセットは、通路角、消火栓、仕切弁、敷地境界線、官民境界か 

   ら分岐点までの３点以上を測定する。 

⑹ その他の留意事項 

   ア 給水装置番号が連続で、同一建物の場合は、まとめて作図することができる。 

   イ 受水槽等を設置する場合は、その構造図を記入する。 

   ウ 受水槽設置箇所については、受水槽以下の配管図を提出すること。 

   エ 架橋ポリエチレン管、ポリブデン管については、単線とし管種・口径を表示すること。 

表４－１１ 給水管の管種記号 

   ※ 記入例 

        （管種）     （口径）   （延長） 

       ＳＧＰ－ＶＢ    φ２５  －  １.５ 

表４－１２ 工事別の表示記号 

管  種 記 号 管  種 記 号 管  種 記 号 

ダクタイル鋳鉄管  ＤＣＩＰ 鋳 鉄 管  ＣＩＰ ステンレス鋼鋼管 ＳＳＰ 

耐衝撃性硬質塩化  

ビ ニ ル 管 
ＨＩＶＰ 

硬質塩化ビニルラ  

イ ニ ン グ 鋼 管  

ＳＧＰ－ＶＡ 

硬質塩化ビニル管 ＶＰ    －ＶB 

   －ＶＤ 

ポリエチレン管 ＰＰ 
ポ リ 粉 体 

ラ イ ニン グ鋼 管  

ＳＧＰ－ＰＡ 

亜鉛めっき鋼管 ＧＰ    －ＰＢ 

   －ＰＤ 

鉛 管 ＬＰ 銅 管 ＣＰ 石綿セメント管 ＡＣＰ 

ライニング鉛管 ＰｂＴＷ 架橋ポリエチレン管  ＸＰＥＰ ポリブデン管 ＰＢＰ 

塗 覆 装 鋼 管 ＳＴＷＰ 
耐熱性硬質塩化ビニル  

ラ イ ニン グ鋼 管  
ＳＧＰ－ＨＶ 

配水用 

ポリエチレン管 
ＰＥＰ 

表示       工事別 新  設 既  設 撤  去 

平面図の表示 
実  線 破  線 実線を斜線で消す 

   

（ 管 種  ） 実  線 破  線 実線を斜線で消す 

 
立面図の （ ビニル管 ） 
表  示  （ Ｐ Ｐ 管 ） 
 
 
        （鋼  管 ） 
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⑴ 線の表示について 

  ・線は原則黒色とする。但し、給水管以外の線と混雑する場合は、協議の上着色することが 

できる。（建物は黒色・配管は赤色） 

 

⑵ 管の交差 

          （平 面 図）        （立 面 図） 

 

 

 

 

 

 

表４－１３ 給水用具の表示 

 

        （平 面 図）               （立 面 図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× 

H

φ25 φ20 

給 水 栓 散 水 栓 

P 

受

け 

受

け 

仕 切 弁 

止 水 栓 

逆 止 弁 

水道メーター 

消 火 栓 

管径の変更 

ポ ン プ 

受 水 槽 

 

自 在 水 栓 

万 能 水 栓 

アングル止水栓 

立 水 栓 

ボールタップ 

水 栓 柱 

分 水  栓 

高 置 水 槽 

 

高 高 不断水割Ｔ字管 

５ℓ／分以下水栓 

フラッシュバルブ 
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４．８ 給水装置の材料 

 給水装置に使用する材料は、施行令第 5 条で規定する給水装置の構造及び材質の基準、基準省令 

に適合した製品で、使用場所に適したものを使用すること。 

 その使用にあたっては、自己認証品、第三者認証品、日本工業規格品（JIS）、日本水道協会規格

品（JWWA）又は日本水道協会検査品等であることを、主任技術者が確認すること。 

１．認証品 

⑴ 自己認証 

   政省令により、構造・材質基準が明確化、性能基準化されたことから、製造業者や販売業者 

  が自らの責任において基準適合性を消費者に対して証明し、製品の販売を行うことができる。 

   なお、自己認証の具体例としては、製造業者等が性能基準適合品であることを示す自社検査 

  証印等の表示を製品等に行うこと、製品が設計段階で基準省令に定める性能基準を満たすもの 

  となることを示す試験証明証及び製品品質の安全性を示す証明書を製品の種類ごとに指定工事 

  業者等に提示すること。 

⑵ 第三者認証 

   製造業者等との契約により、中立的な第三者認証機関が製品試験、工場検査等を行い、基準 

  に適合しているものについては基準適合品として登録して認証製品であることを示すマークの 

  表示を認める方法があるが、これは製造業者等の希望に応じて任意に行われるものであり、義 

  務づけられるものではない。 

   第三者認証を行う機関の要件及び業務実施方法については、国際整合化等の観点から、ISO 

  のガイドラインに準拠したものであることが望ましい。 

   ※ ISO：国際標準化機構（工業規格の国際統一と調整を推進する。） 

ア 認証マークの種類 

  （ア） 基本基準適合品に使用する認証マーク 

      法第 16条に基づく給水装置の構造及び材質に関する基準に適合する製品に認証マーク 

     を表示することができるもの。 

      a．シール又は印刷等による場合の基本の形状・寸法及び色調 
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      ｂ．打刻、鋳出し等による場合の種類及び基本の形状・寸法 

 

 

 

 

 

 

  （イ） 特別基準適合品に使用する認証マーク 

      基本基準に他の性能項目についての基準を付加した基準で、社団法人日本水道協会品質 

     認証センターが定めるものに適合する製品に認証マークを表示することができるもの。 

      ａ．シール又は印刷等による場合の基本の形状・寸法及び色調 

 

         

 

      ｂ．打刻、鋳出し等による場合の種類及び基本の形状・寸法 

 

 

 

 

 

 

イ 認証マークの表示 

    認証マークの表示は、購入者が容易に認識でき、かつ、容易に消えない方法で本体又は 

   最小梱包ごとに見やすい箇所に表示する。 

  ウ 記号の説明 

           日本水道協会記章 

     JWWA   Japan  Water  Works  Assocition の略号 

     寒     寒冷地仕様製品 

     共     一般／寒冷地用共用仕様製品 

２．規格品 

  日本工業規格、製造業者等の団体の規格、海外認証機関規格等の製品規格のうち、その性能基準 

 項目の全部に係る性能条件が基準省令の性能基準と同等以上が明確な製品をいう。 

種 類 
 刻印、ゴム印、鋳出し、印刷 等  

形 状 

寸 法 

4 ㎜ 6 ㎜ 9 ㎜   

外 枠 

寸 法 

6 ㎜ 8 ㎜ 11 ㎜  

種 類 
 刻印、ゴム印、鋳出し、印刷 等  

形 状 

寸 法 

4 ㎜ 6 ㎜ 9 ㎜   

外 枠 

寸 法 

6 ㎜ 8 ㎜ 11 ㎜   
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３．給水管及び給水用具の指定 

  管理者は、火災等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の復旧を迅速かつ適切 

 に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管の取付け口から水道メーター（以下 

「メーター」という。）までの間の給水装置に用いようとする給水管（管種別特性については、表４ 

－１５のとおり）及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。 

（給水条例第 7 条第 1 項） 

⑴ 管理者が指定する材料については、表４－１４のとおりである。 

表４－１４ 管理者が指定するメーターまでの材質 

⑵  管理者が指定する継手類の選定（注意事項） 

  ア 水道用ポリエチレン管の継手は、管理者が指定する継手を使用する。 

  イ 水道用ポリエチレン管のφ40、φ50 については、ＪＩＳ規格品であれば使用してもよい。 

（申請時に必ず明記すること） 

  ウ ビニル管と鋼管の接続は、鋼管用HI エラスジョイントを使用すること。 

  エ 分水栓・伸縮止水栓への接続は、分水・止水栓用エラスジョイントを使用すること。 

（バルブソケットは使用しないこと） 

  オ 直管の接続、Ｔ字管取出し部についての継手は、離脱防止機能がついたものとする。 

  カ ポリエチレン管の曲げ配管については、許容曲半径を超える場合は、継手を使用すること。 

  キ メーターボックスについては、P31表 4－16参照のこと。 

ク 寄付採納の場合は、薩摩川内市仕様とする。 

※ 上記に記載ないものは協議すること。 

種        類 口  径 (mm) 規 格・基 準 

 

水道用ポリエチレン管 1種二層管（PP) 20,25,30 JIS K6762 

水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（HIVP) 13,20,25,30,40,50,75 JIS K6742 

耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HI-RRVP) 50,75,100 JWWA  K129 

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（VB ) 

                〃                (VD) 

20,25,32,40,50,80 

 

JWWA K116 

水道用ダクタイル鋳鉄管（DCIP) 75,100,150 JWWA G113 

 

サドル付分水栓 P34表 4－18 に示す JWWA B117 

水道用青銅製仕切弁 20,25,30,40 砲金製 

水道用ソフトシール仕切弁 50,75,100,150 JIS B2062 

メーター直結逆止付伸縮止水栓 13,20,25,40,50, 

20×13,25×20 

レバー式 

 

メーターユニット 13S,13L,20,25 前澤給装工業（株） 

 

メーターボックス 

 

20,25,40 

20,25,30,40 

20,25,30,40,50 

日之出水道機器（株） 

アロン化成（株） 

前澤化成工業（株） 

給 

水 

管 

弁 

栓 

類 

そ 

の 
他 
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表４－１５ 管種別特性 

 

管   種 長   所 短   所 

ポリエチレン管 

(PP) 

・耐食性に富み、アルカリ 

 食及び電食のおそれがな 

 い。 

・耐衝撃性、耐寒性に富む。 

・たわみ性に富み、軽量で 

 運搬、取扱いに便利であ 

 る。 

・長尺施工が容易である。 

 

・可燃性で高温に弱い。 

・柔軟性があるため外傷 

 を受けやすい。 

・引張り強度が小さい。 

・直射日光に弱い。 

・ガソリン、灯油等の臭気 

 を受けやすい。 

水道用硬質塩化ビニル管（VP) 

 

水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル

管（HIVP) 

 

耐衝撃性硬質塩化ビニル管 

(HI-RRVP) 

・耐食性に富み、酸食、ア 

 ルカリ食及び電食のお 

 それがない。 

・軽量で運搬、取扱いが便 

 利である。 

・施工が容易である。 

・スケールの発生がない。 

・耐衝撃性硬質塩化ビニル 

 管は硬質塩化ビニル管に 

 比べ、衝撃に強い。 

 

・直射日光（紫外線）に弱 

 い。 

・熱に弱い。 

・凍結の際、破損しやすい。 

・有機剤（シンナー、ガソ 

 リン、防腐剤等）に侵さ 

 れやすい。 

水道用硬質塩化ビニルライニン

グ鋼管 

（SGP－VB、VD) 

 

 

・引張り強さが大である。 

 

・外傷に強い。 

 

・スケールの発生がない。 

・高温によりライニング部の 

変形、はく離等が起こりや 

すい。 

・鋼管部が腐食あるいは電食 

を受けやすい。 

・他の管に比較して工作手間 

がかかる。 

・修繕が面倒である。 

ダクタイル鋳鉄管 

（DCIP) 

・強度が大であり、耐食性 

 に富む。 

 

・強じん性に富む。 

 

・耐衝撃性に富む。 

 

・重量が重い。 

・継手の脱出に対し、異径 

 管防護等を必要とする。 

・土壌が特に腐食性の場合に 

は、外面防食、継手防食を 

必要とする。 

水道用ステンレス 

鋼鋼管（SSP) 

 

・耐食性に優れ、サビ、ス 

 ケールの発生がない。 

・抗張力、硬度が大きい。 

・熱に強い。 

 

・異種管との接合に専用工具

が必要。 

 また、電食防止の継手が必 

要。 
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４．９ 水道メーター 

１    メーターの選定 

     メーターは口径や種類によって、それぞれ正確に計量できる流量範囲があり、その範囲を超 

える流量で使用すれば故障の原因となりやすい。 

    このことから、使用水量、使用実態及び水圧等を的確に把握して表４－１７を基準として選定 

   する。 

２   メーターの設置上の注意 

  ア メーターの設置位置は原則として、道路境界線に最も近接した正面入口（官民境界から 

1.5m以内程度）とし、やむを得ない場合は、玄関付近とする。管理者がどちらも適さない 

と判断した場合は、この限りではない。 

     なお、保守点検が容易で清潔で乾燥し、凍結及び破損のおそれがない場所に取り付けること。 

 イ 水圧の変動が少なく、水撃圧の影響のない場所に取り付けること。 

  ウ メーターの精度が、上流側の乱れにより変化するおそれのあるときは、上流側に十分な長 

   さ（口径の３倍～５倍）の直管部を設けること。 

 エ メーターを取り付ける前に洗管し、管内の砂・小石・管の切りくずなどの異物を完全に除 

   去すること。 

 オ メーターに表示してある「流れ方向の矢印」を水流方向に一致させ、水平になるように取 

   り付けること。 

 カ 正しい寸法のメーター取付け用パッキンを使用し、締付けの際にパッキンが内部へはみ出 

   さないように注意すること。 

  キ メーター取付け後、開栓・通水するときには、止水栓を徐々に開くこと。 

    そのとき、メーター内の空気を充分に排除すること。 

 ク メーターは、精密計器であるから、衝撃を与えないことはもちろん、取付けねじ山に損傷 

   を与えたり、メーター内部にごみなどを入れないように注意すること。 

 ケ 伸縮止水栓にメーターを接続するときは、伸縮量の中間寸法で取付けること。 

 コ メーターボックスの蓋裏に標示板を取り付け必要事項を記載すること。 

３   メーターボックス 

  ア 13mm～50mmのメーターボックスはFRP 製の本市承認品（下記）とする。 

      表４－１６ 

口 径 
品  番 

日之出水道機器株式会社 アロン化成株式会社 前澤化成工業株式会社 

φ20 NCP・20 M－20TLR/VS  LB MB－20SF 

φ25 NCP・25 M－25TLR/VS  LB MB－25SF 

φ30  
 M－3040LR/VS  LB 

MB－30SF 

φ40 HJ－40 MB－40SF 

φ50   MB－50SF 
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  イ 50mm以上のメーター（フランジ式）は特に雨水等の侵入を防ぐため、周囲の地面より高 

   めに設置し検針が容易にできるように検針用小蓋等を取り付けること。なお、ボックスの大 

   きさは、取替等が容易にできるスペースを確保し、鉄筋コンクリート製、またはブロック積 

みとする。 

４   維持管理 

 ア メーター及び設置場所は常に清潔にし、その設置場所にメーターの検針もしくは取替えに 

  支障となるような物を置いたり、又は工作物を設けたりしてはならない。 

 イ メーターは、検定満期等の取替作業に支障とならない場所に設置すること。 

   特に 50mm以上については、取替作業及び運搬は数人で行うため、作業空間は余裕をもっ 

  て確保しなければならない。 
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表４－１７ 水道メーター型式別使用基準流量表 

  直 結 方 式 給 水  受 水 槽方 式給 水   

口 径 

 

(㎜) 

適正使用 

流用範囲 

(㎥／h) 

定格最大流量 

(㎥／h) 

一時的使用の許容流量（㎥／h） １日当たりの使用量（㎥／日） 月間使用量 

参考値 

(㎥／月) 

１時間／日以内 

使用の場合 

最大流量 

(㎥／h) 

1 日使用時間 

の合計が 

5 時間のとき 

1 日使用時間 

の合計が 

10 時間のとき 

1 日 24 時間 

使用のとき 

13  0.1 ～ 1.0      2.5         1.5    2.0  〔34〕  4.5   7  12         100 

20  0.2 ～ 1.6       4         2.5   3.2   〔54〕  7  12  20 170 

25 0.23 ～ 2.5      6.3         4    5.0  〔84〕  11  18  30 260 

30  0.4 ～ 4.0      10         6    8.0 〔134〕  18  30  50 420 

40  0.4 ～ 6.5      16         9  12.8  〔214〕  28  44  80 700 

50 1.25 ～ 17.0      40        30   32.0 〔534〕  87      140 250 2,600 

75  2.5 ～27.5      63       47  50.4  〔840〕 138 218 390 4,100 

100  4.0 ～44.0 100    74.5  80 〔1,334〕 218 345 620 6,600 

メーターの型式：口径 13～30 は接線流羽根車式           〔  〕の単位は㍑／分     （日本計量機器工業連合会資料参照） 

 ：口径 40～100 は縦型軸流羽根車式 

※ 適正使用流量範囲とは、水道メーターの性能を長時間安定した状態で使用することのできる標準的な流量をいう。 

※ 直結直圧方式給水の場合は設計水量が、一時的使用の許容流量（最大流量）を超えないこと。ただし、連続使用の場合は適正流量範囲内

とする。 

※ 1 日 5 時間の使用とは一般住宅の標準的使用時間、10 時間の使用とは会社（工場）等の標準使用時間、24 時間使用とは病院等昼夜稼動の 

事業所での使用時間。 

※ 受水槽の容量は計画一日使用水量の 4／10～6／10、高置水槽の容量は計画１日使用量水量の 1／10 を標準とする。 

※ タンク式給水の場合に使用するボールタップ、定水位弁の口径は、原則として水道メーター口径より一口径小さいものとすること。 

     ただし、低水圧地区等及び水道メーターφ13 については水道メーター口径と同口径とする。 

 

-3
3

- 
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４．１０ 給水管の分岐 

 

      【構造・材質に係る事項】      

  １． 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から 30cm 以上離れていること。（水 

    道法施行令第 5条（以下「政令」という。）第 1項第 1号） 

  ２． 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著 

    しく過大でないこと。（政令第 1項第 2号） 

 

  

 配水管より給水管を取り出す場合は、次の事項に注意しなければならない。 

⑴ 水道以外の管との誤接続を行わないように十分な調査をすること。 

⑵ 既設給水管からの分岐にあたっては、他の給水管の分岐位置から原則 30cm以上離すこと。 

⑶ 分岐管の口径は、原則として配水管より小さい口径とする。 

⑷ 分岐には、配水管等の管種及び口径並びに給水管の口径に応じたサドル付分水栓を用いること。 

（表４－１８最大分水口径参照） 

⑸ 分岐に当たっては配水管等の外面を十分に清掃し、サドル付分水栓等の給水用具の取付けはボ 

ルトの締め付けが片締めにならないよう平均して締め付けること。（トルクレンチの使用） 

⑹ 同一敷地への分岐は、原則として１箇所とする。 

⑺ 異形管及び継手から給水管の分岐を行わないこと。（継手端面から原則 30cm 以上離すこと。） 

⑻ 道路交差点内及びその付近の仕切弁までの間では原則分岐は行わないこと。 

⑼ 改造工事等で配水管から新たに分岐を行う場合は、既設分水栓はキャップで止め、T字管は撤 

去し直管とすること。 

⑽ 穿孔機は確実に取付け、その仕様に応じたドリル、カッターを使用すること。 

⑾ 穿孔は、放水しながら施工すること。 

 

  表４－１８ サドル分水栓の最大分水口径 

 

配  水  管 最大分水口径 

（mm） 管  種 口径（mm） 

塩化ビニル管・鋼管・鋳鉄管 

水道配水用ポリエチレン管 

50 25 

75 40 

100以上 50 

 

 

 

 

 

 

 



- 35 - 

４．１１ 配  管 

４．１１．１ 給水管の埋設深さ 

⑴ 給水管の埋設深さについては、給水条例施行規程第 11 条に示してあるが、表にすると次のよ 

うになる。 

種 別 埋 設 深 さ 

宅  内 30cm 以上 

私  道 60cm 以上 

公  道 80cm 以上 

     （注－１） 平成 12年 7月 26日付け（川水工第 203号）で通知した「既設の配水管埋 

設深さが 120cm の場合は、給水管についても 120cm とする」については廃 

止する。（P83「公道内で埋設深さを変える場合について」参照） 

     （注－２） 宅地内で車輛等の荷重を受ける場合は、原則 60cm以上とする。 

⑵ 公共性のある私道及び団地内の道路は公道の取扱いに準ずる。 

⑶ 給水管の周囲は、砂質土で埋戻し、給水管を保護すること。 

 

４．１１．２ 配  管 

 

      【構造・材質基準に係る事項】    

 

  １．給水装置は、最終の止水機構の流失側に設置されている給水用具を除き、耐圧性能 

   を有するものを用いること。（給水装置の構造及び材質に関する省令（以下「省令」 

   という。）第 1条第 1 項） 

  ２．減圧弁、逃し弁、空気弁及び電磁弁は、耐圧性能を有するものを用いること。（省 

   令第 7条） 

  ３．給水装置の接合箇所は、水圧に対する充分な耐力を確保するためにその構造及び材 

   質に応じた適切な接合を行うこと。（省令第 1条第 2項） 

  ４．家屋の主配管は、配管の経路について構造物の下の通過を避けること等により漏水 

   時の修理を容易に行うことができるようにすること。（省令第 1条第 3項） 

 

⑴ 管の布設は、次の事項により施工しなければならない。 

ア 給水管の道路横断の布設位置は、水道メーターの設置に適した構造物のない開口部を選 

ぶこと。また、掘削断面の中央に布設すること。 

イ 取出管の口径については、メーター口径の１口径大きいものとする。但し、φ40 以上に 

  ついては同口径を認める。 

  ウ 給水管の分岐の方向は、道路端まで配水管に直角に配管すること。 

  エ 公道部で他の埋設物と近接して布設する場合は、原則として 30cm以上離すこと。 

  オ 開きょ等の水路を横断して配管する場合は、原則として水路の下にさや管で保護して 

   埋設する。これが困難な場合は、当該管理者と協議のうえ高水位以上に架設して、さや 

   管で保護すること。 

  カ 酸食、電食の影響のある場所に布設するときは、管種の選定及び防食措置を施すこと。 

  キ 給水管は原則として建物の外部に沿って直線で埋設配管する。やむを得ず床下配管と 

   する場合は、建物の土台やその他の荷重の影響を受ける所を避けるとともに、点検口を 

   設けるなど維持管理に支障がないようにすること。 
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  ク 給水装置はボイラー、煙突等の高温となる場所を避けて設置すること。 

  ケ 便所、浄化槽及びその他汚染のおそれのある所は、それ等の場所から離隔して配管すること。 

コ 屋外に露出で配管する部分は、原則鋼管を使用し、保温措置等を施すこと。（フレキシブル 

管は使用しないこと。） 

サ 給水管の立上がり及び横走り管部分で露出配管の箇所は、ふれ止め金具、吊下金具及びクリ 

ップ等を用いてふれ止めを施すこと。 

シ 水槽等への給水は、水道への汚染を防止するため落込みとし、吐水口空間を確保すること。 

ス 高水圧により支障を生じるおそれがある場所や貯湯湯沸器にあっては、減圧弁又は逃し弁を 

設置する。 

セ 空気溜りを生じるおそれがある場所にあっては、空気弁を設置する。 

ソ 異常な水撃圧を生じるおそれのある場合は、水撃防止器を設ける。 

タ 管径 40mm以上については、配管状況により返り水のおそれがあるところは、逆流防止の 

措置を講じること。 

チ サドル付分水栓の鋳鉄管の穿孔箇所には、穿孔断面の防食のための密着コアを挿入すること。 

ツ 浄水器を設置する場合は、メーター下流側 50ｃｍ以上とし、必ずバイパス配管を行い、流 

入側に止水弁、逆止弁を設置すること。（図４－１２） 

 

         図４－１２ バイパス配管の場合（平面図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 給水管分岐標準配管図 

ア  標準施工図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

× × 

× 

浄水器 

×○ 

N0． 品   名 

① サドル分水栓 

② ＰＰ継手 分止水栓用 

③ ポリエチレン管 

④ ＰＰ継手 Ｌベンド 60° 

⑤ 逆止付伸縮止水栓（レバー式） 

 

 

 

 

官
民
境
界 

標準 1.5m以内 

最小曲げ半径（Ｒ） 
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  ウ  ポリエチレン管曲げ配管について 

     最小曲げ配管（Ｒ） 

① 水道用ポリエチレン管第 1種二層管の曲げ配管は、原則としてエルボを使用するが、 

      下表の最小曲げ半径の限度内であれば、生曲げ配管をすることができる。 

② 曲げ配管部分の埋戻しは、管の周囲を十分に突き固めて管を固定させ、はね返りによ 

 る位置のずれ及び最小曲げ半径以下の曲がりを防止すること。 

 

                     最小曲げ半径（Ｒ） 

                                          単位 cm 

口径(mm) 13 20 25 30 40 50 

１種管 45 55 70 85 100 120 

 

４．１２ 止水弁及び仕切弁 

   止水弁及び仕切弁は、給水の開始、中止及び給水装置の修理等の目的で給水を停止又は制限す 

るため、給水管の途中又はメーターに連結して設ける。 

⑴ 止水弁及び仕切弁の設置 

   止水弁及び仕切弁は、給水装置の維持管理に支障のないよう考慮し、取り付けは次の各号に定 

めるところによる。 

   ア 宅地内水道メーターの上流側でメーターに直結する場合は伸縮止水栓（13mm～50mm） 

    を設置すること。 

   イ 親バルブとして使用する管径 13mm～40mm の場合は青銅製仕切弁を使用すること。 

     なお、管径 50mm 以上の場合は水道用ソフトシール仕切弁を使用すること。 

   ウ 瞬間湯沸器等に給水管を直結する場合は、それらの流入口にチャッキ・バルブ又は逆止弁 

付ボール止水栓を設置すること。 

   エ 親バルブの設置は、支管分岐の場合及び維持管理上必要がある場合に設置すること。（複

数のメーターがある場合、メーターまでの距離が長い場合等） 

設置場所については、原則官民境界に近接した屋外の民有地内とする。 

 

 

イ  宅内が狭い場合の配管 

N0． 品   名 

① サドル分水栓 

② ＰＰ継手 分止水栓用 

③ ポリエチレン管 

④ ＰＰ継手 エルボ 90° 

⑤ ＰＰ継手 Ｌベンド 90° 

⑥ 逆止付伸縮止水栓（レバー式） 

 

 

 

官
民
境
界 
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⑵ 止水弁室及び仕切弁室 

   地中に設置する止水弁、仕切弁はボックスを設ける。ボックスはレジン製またはコンクリー 

ト製とする。 

   鉄蓋は鋳鉄製とし、宅地内であっても車両等の荷重がかかるおそれのある場所は、公道に使 

用する鉄蓋を設置すること。また、過重のかからない場合は、ＦＲＰ製でもよい。 

（ただし、給水装置工事申込書に明記すること） 

 

４．１３ 定流量止水栓及び定流量弁 

   受水槽方式給水の場合及び一時に多量の水が流れるおそれがある場合は、給水管に過大な流速 

が生じ、メーターの許容最大流量を超過し、メーター故障の原因となりやすい。また、その付近 

の水圧不足の要因にもなることから、給水量を適正に制限するため設けるものである。 

⑴ 設置流量、規格 

   定流量止水栓及び定流量弁の設定流量、規格は表４－１９のとおりである。 

 

    表４－１９ 定流量止水栓、定流量弁の設定流量 

品  名 口 径 設定流量（ ℓ ／分） 

定流量止水栓 20  25 

〃 25  38 

定流量弁 40 108 

〃 50 250 

〃 80 500 

    ※地域の特性により給水制限が必要な場合は、管理者が決定することが出来る。 

 

⑵ 設置方法 

   定流量止水栓及び定流量弁の取り付けは次の各号に定めるところによる。 

  ア 定流量止水栓（口径 20mm、25mm）は器具を水平にし、鋼管用エラスジョイントで取り 

付けること。また、ハンドルの開閉は全開全閉で使用すること。 

  イ 定流量弁（口径 40mm,50mm,80mm）は JIS10kg／cm2フランジで取り付けること。 

  ウ 維持管理のしやすいようにできるだけ露出とし保温装置を取り付けること。 

  エ 取り付け施工例を定流量止水栓の場合は図４－１３に、定流量弁の場合は図４－１４に示 

す。 

    （取り付け施行例） 

    図４－１３ 定流量止水栓 

× 

［×］ 

定流量止水栓 

（必ず水平に設置） 
ボールタップ 

口径 20mm，25mm 

鋼管用エラスジョイント 
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 図４－１４ 定流量弁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．１４ 水の安全・衛生対策 

 

      【構造・材質に係る事項】      

 

  １．飲用に供する水を供給する給水管及び給水用具は、浸出に関する基準に適合するも 

   のを用いること。（省令第 2 条第 1 項） 

  ２．行止り配管等水が停滞する構造としないこと。ただし、構造上やむを得ず水が停滞 

   する場合には、末端部に排水機構を設置すること。（省令第 2条第 2項） 

  ３．シアン・六価クロム、その他水を汚染するおそれのある物を貯留し、又は取り扱う 

   施設に近接して設置しないこと。（省令第 2条第 3項） 

  ４．鉱油類、有機溶剤その他の油類が浸透するおそれのある場所にあっては、当該油類 

   が浸透するおそれのない材質の給水装置を設置すること。又は、さや管等により適切 

   な防護のための措置を講じること。（省令第 2条第 4項） 

 

 

⑴ 水の汚染防止 

   配管規模の大きい給水装置等で配管末端に給水栓等の給水用具が設置されない行止り管は、 

配管の構造や使用状況によって停滞水が生じ、水質が悪化するおそれがあるので極力避ける 

必要がある。ただし、構造上やむを得ず停滞水が生じる場合は、末端部に排水機構を設置する。 

⑵ 接合用シール、接着剤について 

   硬質塩化ビニル管のTS継手の接合に使用される接着剤が多すぎると管内に押し込まれる。 

   また、硬質塩化ビニルライニング鋼管等のねじ切りの時、切削油が管内面に付着したままで 

あったり、シール材が必要以上に多いと管内に押し込まれる。したがって、このような接合作 

業において接着剤、切削油、シール材の使用が不適当な場合、これらの物質の流失や油臭、薬 

品臭が発生する場合があるので必要最小限の材料を使用し、適切な接合作業をすること。 

 

 

 

× 

× 

定流量弁 

JIS10kg /㎝ 2 フランジ 

青銅製仕切弁 10kg /㎝ 2 

定水位弁 

口径 40ｍｍ，50mm，80mm 
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４．１５ 破壊防止 

 

      【構造・材質に係る事項】     

 

   水栓その他水撃作用を生じるおそれのある給水用具は、水撃限界性能を有するものを 

  用いること。又は、その上流側に近接して水撃防止器具を設置すること等により適切な 

  水撃防止のための措置を講じること。（省令第 3条） 

 

 

⑴ 水撃防止 

   著しく水圧が高い所など、水撃作用（ウォーターハンマー）の発生するおそれのある場合は、 

次による。 

  ア 直結方式給水装置の場合 

    給水装置は、水撃作用を起こすおそれの少ない構造の器具を使用し、定流量弁、減圧弁、 

水撃防止器具等を設置する。 

 

  イ 受水槽に給水する場合 

  （ア） 水槽手前に定流量弁及び水撃防止器具を設置する。 

  （イ） 一般形ボールタップを設置している場合は、弁の開閉が緩やかな副弁付きボールタップ 

等に切替える。 

  （ウ） 波立ち防止板等の設置 

      受水槽内の水面の波立ちによるボールタップの故障及び水撃作用を防ぐため次に掲げる 

事項等の適切な処置を施すものとする。 

     ａ ボールが波の影響を受けないように波立ち防止板、防波管等を設けること。 

     ｂ 定水位弁にあっては、パイロット部のボールタップと主管吐出口をできるだ 

      け離して設置すること。 

     ｃ 電極棒には、必ず防波管を設けること。 

 

     図４－１５ 
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⑵ 開きょなどを横断する場合の措置   

   開きょなどの横断を行う場合は、次による。 

  ア 給水管を開きょなどの水路を横断して敷設する場合は、水路の清掃や流下物などによる管の 

破損を避けるため、管は原則として水路の下に必要に応じてさや管で防護して埋設する。 

  イ 下側配管が困難なときは、水路を横断してその高水位以上の高さに布設すること。この場合 

も管防護のため、防食を施したさや管に入れ、かつ、適切な保温装置を施すこと。 

    ただし、この場合においては、事前に道路管理者及び河川管理者等と協議しなければならな 

い。 

  ウ 上越し配管の場合は、立上り及び横断部分に硬質塩化ビニルライニング鋼管及び同等品以上 

を使用し、防食テープ及び保温材によって適宜保護すること。 

  エ 横断が 3m 以上となる場合には、支柱によって支えるなどの措置を講じること。 

 

 

 

４．１６ 侵食防止 

 

      【構造・材質に係る事項】     

  １．酸又はアルカリによって侵食されるおそれのある場所にあっては、酸又はアルカリ 

   に対する耐食性を有する材質の給水装置を設置すること。又は防食材で被覆すること 

   等により適切な侵食防止のための措置を講じること。（省令第 4条第 2項） 

  ２．漏えい電流により侵食されるおそれのある場所にあっては、非金属性の材質の給水 

   装置を設置すること。又は絶縁材で被覆すること等により適切な電気防食のための措 

   置を講じること。（省令第 4 条第 2 項） 

 

 

１．腐食の種類 

 ⑴ 自然腐食 

   埋設されている金属管は、管の内面を水に、外面は湿った土壌、地下水等の電解質に常に接 

しているため、その電解質との電気化学的な作用で起こる侵食及び微生物作用による腐食を受 

ける。 
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⑵ 電気侵食（電食） 

   金属管が鉄道、変電所等に接近して埋設されている場合に、漏えい電流による電気分解作用に 

より侵食を受ける。 

金属管の防食を分類すると、次のとおりである。 

 

 

 

２．腐食の形態 

⑴ 全面腐食 

   全体が一様に表面的に腐食する形で、管の肉圧を全面的に減少させて、その寿命を短縮させる。 

 ⑵ 局部腐食 

   腐食が局部に集中するため、漏水等の事故を発生させる。又、管の内面腐食によって発生する 

鉄錆のコブは、流水断面を縮小するとともに摩擦抵抗を増大し、給水不良をまねく。 

 

３．腐食のおこりやすい土壌の埋設管 

 ⑴ 腐食のおこりやすい土壌 

  ア 酸性又はアルカリ性の工場廃液等が地下浸透している土壌。 

  イ 海浜地帯で地下水に多量の塩分を含む土壌。 

  ウ 埋立地の土壌（硫黄分を含んだ土壌、泥炭地） 

 ⑵ 腐食の防止対策 

  ア 非金属管を使用する。 

  イ 金属管を使用する場合は、適切な電食防止措置を講じること。 

 

  

腐 食 

電  食 

鉄道の迷走電流 

 干渉 

自然腐食 

ミクロセル腐食 

一般土壌腐食 

特殊土壌腐食 

マクロセル腐食 

コンクリート／土壌  

 酸素濃淡（通気差）  

  異種金属 
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４．防食工 

 ⑴ サドル付分水栓等の給水用具の外面防食 

   ポリエチレンシートを使用して、サドル付分水栓等全体を覆うようにして包み込み、粘着テー 

プ等で確実に密着及び固定し、腐食の防止を図る。 

 ⑵ 管外面の防食工 

  ア ポリエチレンスリーブによる被覆 

    管の外面をポリエチレンスリーブで被覆し粘着テープ等で確実に密着及び固定し、腐食の防 

止を図る。 

  イ 防食テープ巻による方法 

    金属管に、防食テープ等を巻付け、防食の防止を図る。施工は、①管外面の清掃②継ぎ手部 

との段差をマスチック（下地処理）で埋めた後、プライマーを塗布する。③防食テープを管軸 

に直角に１回巻き、次にテープの幅１／２以上を重ね、螺旋状に反対側まで巻く。そこで直角 

に１回巻き続けて同じ要領で巻きながら、巻きはじめの位置までもどるそして最後に直角に１ 

回巻いて完了。 

  ウ 防食塗料の塗布 

    地上配管等で鋼管等の金属管を使用し、配管する場合は、管外面に防食塗料を塗布する。 

    施工方法は上記と同様プライマー塗布し、防食塗料（防錆材等）を２回以上塗布する。 

  エ 外面被覆管の使用 

    金属管の外面に被覆を施した管を使用する（例：外面硬質塩化ビニル被覆の硬質塩化ビニル 

ライニング鋼管、外面ポリエチレン被覆のポリエチレン粉体ライニング鋼管） 

 ⑶ 管内面の防食工 

  ア 鋳鉄管の切管については、切口面にダクタイル管補修用塗料を施すこと。 

  イ 内面ライニング管の使用 

  ウ 鋼管継手部には、管端防食継手、防食コアを使用する。 

 ⑷ 電食防止措置 

  ア 電気的絶縁物による管の被覆 

    アスファルト系またはコールタール系等の塗覆装で、管の外周を完全に被覆して、漏えい電 

流の流失を防ぐ方法。 

  イ 絶縁物による遮へい 

    軌条と管との間にアスファルトコンクリート板又はその他の絶縁物を介在させ、軌条からの 

漏えい電流の通路を遮へいし、漏えい電流の流出入を防ぐ方法。 

  ウ 絶縁接続方法 

    管路に電気的絶縁継手を挿入して、管の電気抵抗を大きくし、管に流失入する漏えい電流を 

減少させる方法。 
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４，１７ 逆流防止 

 

      【構造・材質に係る事項】     

 

 １．水が逆流するおそれのある場所においては、下記に示す規定の吐水口空間を確保す 

  ること。なお、逆流防止性能または負圧破壊性能を有する給水用具を水の逆流を防止 

  することができる適切な位置（バキュームブレーカにあっては、水受け容器の越流内 

  面の上方 150mm以上の位置）に設置すること。（省令第 5条第 1項） 

 ２．事業活動に伴い、水を汚染するおそれのある有害物質等を取り扱う場所に給水する 

  給水装置にあっては、受水槽式とすること等により適切な逆流防止のための措置を講 

  じること。（省令第 5条第 2項） 

 

 規定の吐水口空間 

  ⑴ 呼び径が 25mm以下のものについては、次表による。 

呼び径の区分 
近接壁から吐水口の中 

心までの水平距離 B 

越流面から吐水口の中心 

までの垂直距離 A 

13mm 以下  25mm以上  25mm以上 

13mm を超え 20mm以下  40mm以上  40mm以上 

20mm を超え 25mm以下  50mm以上  50mm以上 

注 （ア） 浴槽に給水する場合は、越流面から吐水口の中心までの垂直距離は 50mm 

     未満であってはならない。 

  （イ） プール等の水面が特に波立ちやすい水槽並びに、事業活動に伴い洗剤又は薬 

     品を使う水槽及び容器に給水する場合には、越流面から吐水口の中心までの 

     垂直距離は 200mm 未満であってはならない。 

  （ウ） 上記（ア）及び（イ）は、給水用具の内部の吐水口空間には適用しない。 

 

 ⑵ 呼び径が 25mmを超える場合にあっては、次表による。 

区   分  越流面から吐水口の 

最下端までの垂直距離 A 壁からの離れ B 

近接壁の影響がない場合 1.7d ′+5mm以上 

近接壁の影響があ 

る場合 

近接壁 

１面の場合 

3d 以下 

3d を超え 5d 以下 

5d を超えるもの 

3.0d ′以上 

2.0d ′+5mm以上 

1.7d ′+5mm以上 

近接壁 

２面の場合 

4d 以下 

4d を超え 6d 以下 

6d を超え 7d 以下 

7d を超えるもの 

3.5d ′以上 

3.0d ′以上 

2.0d ′+5mm以上 

1.7d ′+5mm以上 
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注 （ア） d：吐水口の内径（mm）  ｄ ′：有効開口の内径（mm） 

  （イ） 吐水口の断面が長方形の場合は長辺を d とする。 

  （ウ） 越流面より少しでも高い壁がある場合には近接壁とみなす。 

  （エ） 浴槽に給水する場合は、越流面から吐水口の最下端までの垂直距離は 50mm 

     未満であってはならない。 

  （オ） プール等水面が特に波立ちやすい水槽並びに事業活動に伴い洗剤又は薬品 

     を使う水槽及び容器に給水する場合には、越流面から吐水口の最下端までの 

     垂直距離は 200mm 未満であってはならない。 

  （カ） 上記（エ）及び（オ）は、給水用具の内部の吐水口空間には適用しない。 

 

 

  

 給水装置は、通常有圧で給水しているため外部から水が逆流することはないが、断水、漏水等 

により、逆圧又は負圧が生じた場合、逆サイホン作用等により水が逆流し、当該需要者はもちろ 

ん、他の需要者に衛生上の危害を及ぼすおそれがある。このため吐水口を有し、逆流を生じるお 

それのある箇所ごとに、①吐水口空間の確保、②逆流防止性能を有する給水用具の設置、又は③ 

負圧破壊性能を有する給水用具の設置のいずれかの措置を講じなければならない。 

 

１．吐水口空間 

  吐水口空間は、逆流防止のもっとも一般的で確実な手段である。受水槽、流し、洗面器、 

浴槽等に給水する場合は、給水栓の吐水口と水受け容器の越流面との間に必要な吐水口空間を 

確保する。 

  この吐水口空間は、ボールタップ付ロータンクのように給水用具の内部で確保されてもよい。 

 ⑴ 吐水口空間とは給水装置の吐水口端から越流面までの垂直距離をいう。 

 ⑵ 越流面とは洗面器等の場合は当該水受け容器の上端をいう（図４－１６）また、水漕等の場合 

は立取り出しにおいては越流管の上端、横取り出しにおいては越流管の中心をいう。（図４－１

７） 

 ⑶ ボールタップの吐水口の切り込み部分の断面積（バルブレバーの断面積を除く。）がシート断 

面積より大きい場合には、切り込み部分の上端を吐水口の位置とする。 

 ⑷ 確保すべき吐水口空間 

  ア 呼び径が 25mm以下のものは、構造・材質基準に係る事項の規定の吐水口空間 

   （１）によること。 

  イ 呼び径が 25mmを超えるものは、構造・材質基準に係る事項の規定の吐水口空 

   間（２）によること。 
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（参考）呼び径が 25mmを超える場合の吐水口空間（表４－２０） 

      なお、25mm以下は JIS規格に準拠し、25mm 超は日本空気調和・衛生工学会規 

     格に準拠したもの。 

 

表４－２０ 

※ｄ′を呼び径の 0.7倍とした場合（小数点以下切り上げ） 

種  別 

    越流面の中心から吐水口の最下端まで 

  の垂直距離 A   単位mm以上 壁との離れ B 

 呼び径（mm） 30 40  50  75 100 

   近接壁の影響がない場合 41 53  65  95 124 

近接壁の影響 

がある場合 

近接壁 

１面の場合 

3d 以下 63 84 105 158 210 

3d を超え 5d 以下 47 61  75 110 145 

5d を超えるもの 41 53  65  95 124 

近接壁 

２面の場合 

4d 以下 74 98 123 184 245 

4d を超え 6d 以下 63 84 105 158 210 

6d を超え 7d 以下 47 61  75 110 145 

7d を超えるもの 41 53  65  95 124 

 

２．逆流防止措置 

  吐水口空間の確保が困難な場合、あるいは給水栓などにホースを取り付ける場合、断水、漏水等 

により給水管内に負圧が発生し、吐水口において逆サイホン作用が生じた際などに逆流が生じるこ 

とがあるため、逆流を生じるおそれのある吐水口ごとの逆止弁、バキュームブレーカ又は、これら 

を内部に有する給水用具を設置すること。 

  なお、吐水口を有していても、消火用スプリンクラーのように逆流のおそれのない場合には、特 

段の措置を講じる必要はない。 

 

３．逆止弁の設置 

  逆圧による水の逆流を弁体により防止する給水用具。 

⑴ 逆止弁は、設置箇所により、水平取付けのみのものや立て取付け可能なものがあり、構造的 

に損失水頭が大きいものもあることから、適切なものを選定し設置すること。 

⑵ 維持管理に容易な箇所に設置すること。 
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４．バキュームブレーカ 

  給水管内に負圧が生じたとき、逆サイホン作用により使用済の水その他の物質が逆流し水が汚染 

されることを防止するため、負圧部分へ自動的に空気を取り入れる機能を持つ給水用具。 

⑴ 負圧を生じるおそれのあるもの 

  ア 洗浄弁等 

    大便器用洗浄弁を直結して使用する場合、便器が閉塞し、汚水が便器の洗浄孔以上に溜り、 

給水管内に負圧が生じ、便器内の汚水が逆流するおそれがある。 

  イ ホース接続使用する水栓等 

    機能上又は使用方法により逆流の生じるおそれがある給水用具には、ビデ、ウオシュレット、 

ハンドシャワー付水栓（バキュームブレーカ付のものを除く）、ホースを接続して使用するカ 

ップリング付水栓、散水栓等がある。特に給水栓をホースに接続して使う洗車、池、プールへ 

の給水等は、ホースの使用方法によって給水管内に負圧が生じ、使用済みの水、洗剤等が逆流 

するおそれがある。 

 ⑵ 設置場所 

   圧力式は給水用具の上流側（常時圧力のかかる配管部分）に、大気圧式は給水用具の最終の止 

水機構の下流側（常時圧力のかからない配管部分）とし、水受け容器の越流面から 150mm 以上 

高い位置に取り付ける。 

 

５．水道水を汚染するおそれのある有害物質等を取り扱う場所 

  化学薬品工場、クリーニング店、写真現像所、めっき工場等水を汚染するおそれのある有毒物等 

を取り扱う場所に給水する給水装置にあっては、一般家庭等よりも厳しい逆流防止措置を講じる必 

要がある。 

  このため、最も確実な逆流防止措置として受水槽式とすることを原則とする。なお、確実な逆流 

防止機能を有する減圧式逆流防止器を設置することも考えられるが、この場合、ごみ等により機能 

が損なわないように維持管理を確実に行う必要がある。 
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４．１８ 凍結防止 

 

      【構造・材質基準に係る事項】     

 

 １．屋外で気温が著しく低下しやすい場所その他凍結のおそれがある場所にあっては、耐 

  寒性能を有する給水装置を設置すること。又は断熱材で被覆すること等により適切な 

  凍結防止のための措置を講じること。（省令第 6条） 

 

 

１．凍結のおそれのある箇所については、次による。 

 ア 家屋の北側に位置する立上り露出管及びメーター 

 イ 屋外給水栓等の外部露出管（受水槽廻り・湯沸器廻りを含む） 

 ウ 水路などを横断する上越し管 

 エ やむを得ず凍結深度よりも浅くする場合 

   このような場所では、耐寒性能を有する給水用具を設置するか、又は給水装置を発 

  砲スチロール、ポリスチレンフォーム、ポリエチレンフォーム等の断熱材や保温材で 

  被覆すること。 

   また、長時間使用しない夜間、外出時等には止水栓を閉止し、全水栓を開放して立 

  ち上がり管の水を一部排出させ、凍結破裂の防止に努めること。 
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４．１９ クロスコネクション防止 

 

      【構造・材質基準に係る事項】     

 

  当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結しないこと。（政令第 5条第 1項第 

 6号） 

 

 

   安全な水の確保のため、給水装置と当該給水装置以外の水管、その他の設備とを直接連 

  結することは、絶対に避けなければならない。 

   近年、多目的に水が使用されることに伴い、用途の異なる管が給水管と近接配管され、外 

  見上判別しがたい場合もある。したがって、クロスコネクションを防止するため、管の外面 

  にその用途が識別できるよう表示する必要がある。 

 

   給水装置と接続されやすい配管を例示すると次のとおりである。 

   ア 井戸水、工業用水、再生利用水の配管 

   イ 受水槽以下の配管 

   ウ プール、浴場等の循環用の配管 

   エ 水道水以外の給湯配管 

   オ 水道水以外のスプリンクラー配管 

   カ その他排水管等 

 

４．２０ その他 

 １．防露措置 

   屋内配管の露出部分など、室温又は気温の変化により結露現象を生じ、周囲のものに影響を与 

えるおそれのあるところには、フェルト等の断熱材又は防水テープで巻き上げるなどの防露措置 

を施す。 

 ２．排気措置 

   給水装置に滞留空気が生じ、通水や適正な計量を阻害し、あるいはウォーターハンマー発生の 

原因となるおそれのある箇所に対しては、空気弁又は滞留空気を排除する装置を設置すること。 

なお、原則として給水装置の途中の凸形状配管は行わないこと。 

 ３．異常音等 

   水栓のうなり又は異常音等の発生する場合は、次によること。 

  ア 高水圧の地域などで、急速に水栓を閉止したときに、その異常水圧が他の水栓に伝ぱんし、 

水栓の中のこまが踊ってうなりや異常音を発する場合は、減圧弁、水撃防止器等を設置するこ 

と。 

  イ 水栓のこま、パッキンの摩耗により、うなりや異常音を発する場合は、こま、パッキンを取 

替えること。 

  ウ 水栓を開閉する際、立上り管が振動して異常音を発する場合は、立上り管をクリップ、フッ 

クなどで建物にしっかり固定させて、管の振動を防止すること。 
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５． 水道管表示ピン及び水道管表示杭 

   水道管布設工事及び給水管取り出し工事等により道路等に布設する水道管は、給水管の 

  保全、事故の未然防止等のため「水道管表示ピン」「水道管表示杭」を打設する。 

   ⑴ 種類 

    ア 水道表示ピン 

 

 

 

 

 

 

 

 

    イ 水道管表示杭               ウ コンクリート表示板（取出工事部） 

 

 

 

 

    

   ⑵ 打設場所 

     分水栓、チーズ、ベンド、キャップ等の真上にそれぞれのマーク入り表示ピンを打設 

    する。打設例として図５－１に示す。 

  

 図５－１ 水道表示ピン及び水道管表示杭打設要領 
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 ６． 申込みから引渡しまで 

  指定工事業者は、給水装置の新設、改造、又は撤去の工事を施工する場合は、あらかじめ 

 管理者の給水装置工事審査を受け、かつ、工事完成後直ちに管理者の工事検査を受けなければ 

 ならない。 

  ここで、一連の基本的な手順について図６－１に示す。 

   図６－１ 申込みから引渡しまでの順序（流れ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        申    込 
  給水装置工事       書 
        設計審査申請 

受 付     

承 認 

工事施工 

工事（取出）検査 

工事完了 

工事（完成）検査 

施主への引渡し 

 工事（完成）検査を受ける場合 
 ・工事検査申請書により検査を受ける。 

受 付：お客さまセンター 

TEL：0996‐20‐8500 

審 査：水道工務課 

  TEL：0996‐20‐8502 

負担金納入・手数料納入 

審 査 

負担金・手数料の納入 
・水道工務課決裁終了→お客さまセンターより指定工事業者
へ連絡→窓口又は金融機関納付→納付確認 
 

・負担金、手数料納付確認後承認 

検査受付時間（受付：お客さまセンター） 
・取出、完成検査とも検査日前日の 8時 30分
から 12時まで 

指定工事業者 

修正、書類不備 

完 成 

修正、書類不備 

メーター出庫について 
・承認後お客様センターにて出庫する。またメ
ーターφ40 以上及びアパート等のメーター出
庫については、事前に連絡すること。 
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６．１ 給水装置工事の申込みについて 

 ⑴ 申込みに必要な書類 

    給水装置工事の申込みに必要な書類は表６－１のとおりである。 

表６－１ 必要書類 

 

 ⑵ 書類の作成方法 

    給水装置工事申込・設計審査申請書、給水装置工事検査申請書及び新規給水申込書の標準 

的な作成方法については次のとおりである。 

   ア 給水装置工事申込・設計審査申請書（鉛筆は不可） 

     ①工 種 該当に○をする 

     ②用 途 該当を   でかこむ。なお、家事用以外については（ ）の中に用 

            途別分類表（表６－２）を参考に使用目的を記入する。また、アパー 

ト・マンション名がわかっているときは記入すること。 

     ③受 付 日 管理者に申し込む年月日を記入する。 

     ④設置場所 工事場所を記入する。 

     ⑤申 込 者 申込者の住所、氏名、電話番号を記入し押印する。申込者が法人のとき 

は法人の名称並びに代表者の役職、氏名を明記し、法人を表示 

する印鑑は社印と代表者印を押印する。 

     ⑥使 用 者 給水施設の使用者名を記入する。共用栓の場合はその代表者名を記入す 

る。 

     ⑦委 任 状 原則として申込者本人が自筆で氏名を記入する。 

            委任状の意義と委任内容については次のとおりである。 

          １）委任状の意義 

            委任状とは、委任者と受任者がその委任内容を確認し、書面に記載する 

ものをいう。 

番号 
様

式 
書 類 の 名 称 備      考 

① 1 給水装置工事申込・設計審査申請書 

購入先：薩摩川内市管工事業協同組合 

住所：〒895-0012  

薩摩川内市平佐町 3913番地 1 

TEL：0996‐23‐4806 FAX：0996‐23‐4850 

②  給水装置工事申込・設計審査申請書 写し 

③ 2 給水装置工事検査申請書 申込み時には図面の記入はしないこと。 

④ 3 新規給水申込書 メーター設置を伴わない改造、撤去工事等は不要。 

⑤ 4 図面用継紙（申請書用、竣工図用） 様式―１の裏面のスペースで作成できない時。 

⑥  道路占用許可申請書等 道路等を掘削する場合。 

⑦  その他管理者の必要とする書類 

改造工事等の申請の場合は、既設図面を添付する。 

宅地造成の場合は、地籍図・全部事項証明・道路位

置指定証明の写し 3点を必ず提出のこと。 
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            民法の規定によると、委任とは、「当事者の一方（注文者）が法律行為 

（管理者への申請等）をなすことを相手方（指定工事業者）に委託し、相 

手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずるもの」とされて 

いる。 

            給水装置工事申請に際し注文者と指定工事業者との委任関係を明確にして 

おく必要がある。 

         ２） 委任内容 

            管理者への申請等に関連する委任事項は次のとおりである。 

          ア 工事の施工承認等に伴う管理者への諸手続き 

          イ 工事施工 

          ウ 工事に係る給水負担金、設計審査及び工事検査手数料の納付に関する一切 

の権限      

⑧着手予定 工事に着手する予定の年月日を記入する。 

      完成予定 工事が完成する予定の年月日を記入する。 

     ⑨幹線所有者 他人の給水装置（給水管）から分岐して、給水装置を設置する場合に給水 

装置所有者および利害関係人の同意が必要である。給水装置所有者の住所、 

氏名、給水装置番号を記入し押印する。※（原則本人の記入、押印） 

     ⑩土地所有者 他人の所有する土地を通過して給水管を埋設するときは、土地所有者の同 

意が必要である。土地所有者の住所、氏名を記入し押印する。 

※（原則本人の記入、押印） 

     ⑪家屋所有者 他人の所有する家屋に給水装置工事の申し込みをするときは、家屋所有者 

の住所、氏名を記入し押印する。 

            ※ 所有者が複数のときは、その他条件欄、または別紙を作成し添付する。 

（原則本人の記入、押印） 

     ⑫位 置 図 目標となる公共施設（幹線道路及び河川）等を入れ、スペースを広く利用 

し北を上に定規を使ってわかりやすく記入すること。また、配水管の管種、 

口径、仕切弁等を入れ分岐位置を記入し、事故等の場合、断水区間がわか 

るようにする。（住宅地図の作成年及びページを記入すること） 

     ⑬指定工事業者 指定工事業者名、代表者名及び住所、電話番号を記入して押印する。 

            給水装置工事主任技術者は当該工事を担当する者の氏名を記入し印鑑を押 

印する。（薩摩川内市登録者） 

     ⑭給水方式の（ア）給水方式の該当する番号を○で囲む。 

      決定      なお、受水槽方式、併用方式のときは受水槽及び高置水槽の容量を記 

    入する。 

（イ）水栓設置場所は該当するところに設置する水栓数を記入し合計欄に水 

栓の合計数を記入する。なお、既設水栓も同じく記入し撤去水栓は、 

上段に（  ）書で記入する。 

⑮水理計算  給水装置の設計、計算に基づいて立面図を作図し計算式と計画使用水量を 

記入する。 

     ⑯平面図・立面図 図面の作図に基づく。 

            なお、大規模給水装置等で１枚に作成できない場合は、図面用の継紙に作 

成する。 

            一般住宅等については立面図を省略してもよい。 
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イ 給水装置工事検査申請書 

① 用 途  給水装置工事申込・設計審査申請書と同じ 

    ② 設置場所      同     上 

    ③ 申 込 者      同     上 

    ④ 使 用 者      同     上 

    ⑤ 代理人又は管理人 給水条例第 13 条、第 14 条による場合は住所、氏名、電話番号を記入 

し押印する。 

    ⑥誓 約 書 申込者氏名を記入し押印する。（原則申込者の記入、押印） 

           ※撤去工事の場合は、記載は不要である。 

           給水装置の管理責任については次のとおりである。 

     ◎ 給水装置の管理責任 

       給水装置の管理責任は、「水使用者等」が行うものであり、給水条例においても供給 

水の保全に関して使用者等に給水装置の維持管理を義務づけている。 

       しかし、使用者等は、このことについての認識が乏しく、しばしば紛争の原因になっ 

ているので、完成検査引渡しの際、指定工事業者は注文者等に対して次に述べる内容を 

説明し、十分な理解を得る必要がある。 

       給水装置の管理責任は、次のとおりである。 

⑴ 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないように善良な注意をもって給水装 

置を管理し、異常があるときは直ちに管理者に届け出なければならない。 

⑵ 上記の管理義務を怠ったために生じた損害の責任は、使用者等が負わなければな 

らない。 

⑶ 水道使用者等は、善良の注意をもってメーターを管理し、そのメーターを亡失し、 

又は損傷したときは、管理者にその損害を賠償しなければならない。 

        ここでいう「善良な注意」とは給水装置について特別又は専門的な知識を要求さ 

れるものではなく、社会生活において、一般の人のなす程度の注意、すなわち、そ 

の人の職業、経験等に応じて社会共同生活上要求される客観的注意である。 

        例えば、メッキ工場等、毒物を取り扱う使用者においては、給水装置を他の水管、 

ポンプあるいは容器内に先を浸したゴムホース等に連結したり、あるいは、給水管 

を薬品によって腐食しやすいところへ放置することのないよう給水装置の維持管理 

については、他の使用者に比較してより重い注意義務を要求されていることなどで 

ある。 

        異常の内容としては、器具の故障、給水装置の破損による漏水、臭味、色など水 

    質関係及び異常音などが考えられるが、器具の故障、漏水は使用者等の負担で直ち 

に修繕を行わなければならず、その他の場合にも、それぞれに応じた適切な措置を 

取らなければならない。 

⑦ 幹線所有者 給水装置工事申込・設計審査申込書と同じ 

    ⑧ 土地所有者 同     上 

    ⑨ 家屋所有者 同     上 

    ⑩ 位 置 図 同     上 

    ⑪ 水理計算 同     上 

    ⑫ 指定工事業者 指定工事業者名、代表者名、住所、電話番号を記入し押印する。届け出年 

           月日は水道局に提出する日を記入する。 

           給水装置工事主任技術者は当該工事を担当した者の氏名を記入し、印鑑を 



- 56 - 

           押印する。 

           着工、完成年月日は工事に着手又は完成した日を記入する。 

⑬ 平面図・立面図 図面の作図に基づき工事完成時の配管図面を作成する。（井戸水の給 

         水栓についても記入すること） 

   ウ 新規給水申込書 

    ① 所 在 地 給水装置の設置場所を記入する。 

    ② 所 有 者 申込者の住所、氏名、電話番号、年月日を記入する。 

    ③ 使 用 者 使用者の住所、氏名、勤務先、電話番号、生年月日を記入する。 

            ただし、工事用水で使用したい場合は、水道料金の支払いをする 

            使用者を記入する。 

    ④ 施 工 業 者 指定工事業者名を記入する。 

    ⑤ 位 置 図 目標となる公共施設（幹線道路及び河川）を入れ、スペースを広く利用 

し北を上に定規を使いわかりやすく記入すること。（市販住宅地図の貼 

付でもよいが、地図の作成年を記入すること） 

     ※ 上記以外の欄は記入しないこと。 

   エ その他の条件の記入例 

     （ア）計画使用水量に比べ既設取出し口径、又は既設給水管の口径が小さいが、や 

       むを得ず施工する場合は「水圧水量不足が生じたときは布設替をする」旨、記 

       入する。 

     （イ）既設管接続の場合は「既設管の漏水、赤サビ等が生じた場合は、自己の責任 

       により対処する」旨、記入する。 

     （ウ）土地管理用の場合は「日間、月間の使用水量がメーターの許容流量を越えた 

       場合は、メーターの増口径をする」旨、記入する。 

     （エ）造成地の場合は「同一区画内において、２箇所以上の取出しが生じた場合は、 

       本管部より撤去することとし、当水道施設の維持管理については、譲渡人に説 

       明する」旨、記入する。 

    （オ）材料支出を伴わない寄付採納の場合「材料支出制度の説明を受けたが、諸般 

の理由により公道部の工事は全て自己負担で施工し、完成後、寄付することと 

する」旨、記入する。 

          （カ）造成地等において寄付採納されない場合「本申請により布設された給水管の 

所有権、管理権については、当方の自己の責任により行うことし、転売後の所 

有権、管理については、購入者に説明、引き継ぐものとし、これに係る一切の 

責任を負うことを確約します。」旨、記入する  

     （キ）取出しのみの工事については、｢当水道施設の漏水維持管理は、当方の責任 

において一切の責任を負うことを確約します。｣旨、記入する。  

     （ク）給水装置工事申請（改造）において、所有権及び管理権の委譲があった場合は、 

        ｢○○○○（現申込者）死亡により○○○○（新規申込者）が相続し今後の所 

有及び管理を行うことを確約します。｣ 

        ｢売買により今後の所有及び管理については、○○○○（新規申込者）が行 

うことを確約します。｣旨、記入する。 

     （ケ）受水槽方式（P．9）を直結直圧方式で採用する場合｢受水槽設置について説明 

を受けたが、直結直圧方式による給水方式とし災害、事故等による水道の断水・ 

減水時にも当方にて対応するとともに、一切の責任を負うことを確約します。｣旨、 
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記入する。 

    その他水道局が必要とする事項 

   ※ 寄付する施設や材料支出（口径 50mm 以上）を申請するときは、事前に水道局と協議す

ること。 

 

 （３） 給水負担金及び手数料の納入について 

     給水負担金及び手数料の納入は、給水装置工事設計審査決裁後、水道局が発行する納付書 

により納入すること。 
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表６－２ 用途別分類 

 

                            一般住宅、共同住宅、共用栓 

                  家 事 用    土地管理用栓、事務所、児童クラブ 

        一般家庭用               市場、公民館 

生活用水              家事兼営業用    家事の外一般商店等営業を兼ねるもの        

 

        浴場営業用     公衆浴場用 

 

 

                 

                  官公署用   学校、病院、工場を除く国、地方公共団体等の 

                                           施設 

          官公署用     公 衆 用    公衆便所、公衆水のみ栓、噴水等 

                               

                そ の 他   官公署以外の非営利的施設で他の用途分類に属さ

ないもの 

             

          学 校 用   学 校 用   学校教育法に基づく学校 

 

業務・営業用水   病 院 用   病 院 用   病院、産院、診療所等 

 

          事務所用   事務所用   会社、その他の法人、団体、個人の事務所に使用 

されるもの 

 

                       百貨店、スーパーマーケット、一般営業用で住居 

                       を別にするもの 

 

          営 業 用   営 業 用   ホテル、旅館、待合、料亭等の特殊飲食店 

 

                       劇場、娯楽場等及び結婚式場、バス、タクシー会 

社の洗車用等 

 

 

工場用水      工 場 用 

                                   

                        船舶給水、他水道への分水等 

 

そ の 他      そ の 他   そ の 他    臨時用水 

 

                         農業用水利

（10 栓以内適用） 
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鈴木 一郎  

鈴木 一郎 

スズキ   イチロウ 

スズキ  イチロウ 

薩摩川内市五代町○○○番地 

１ 
４ 

鈴木 一郎 

○○－○○○○ 

中郷○丁目○○番○○号 

○○○○ 

○○－○○○○ 
（○○○○） 

２９ ４ 

７ 

１８ 

２０ ２９ 

薩摩川内市○○町○○○○番地 

株式会社 ○○水道設備 

代表取締役 ○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

1 
8 

1 2 1 8 1 1 1 

 

２９ １ ４ 

（様式１） 

 

申請地 

2011 104 H 2 

○○○○    ○○－○○○ 

㊞ 

㊞ 

㊞ 

㊞ 

㊞ 

㊞ 

㊞ 

㊞ 

 

-5
9
- 
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。 

。 

。 

ＰＰ60°ベンド 

φ20 

バルコニー 

× 

①  

④ 

⑤ 

⑧ 

⑥  ⑦  

① 万能ホーム水栓 水栓柱     （外水栓） 

② 逆止弁付ボールバルブ    （給湯器） 

③ ストレート止水栓 混合水栓 （洗面化粧台） 

④ ストレート止水栓 混合水栓 （キッチン） 

⑤ 埋め込み洗濯機用単水栓   （洗濯機） 

⑥ シャワー付き混合水栓    （浴 室） 

⑦ アングル止水栓 ボールタップ（トイレ） 

⑧ アンクル止水栓 ボールタップ（トイレ） 

ポリエチレン管 

同上継手 φ20 

ビニル管(HIVP) 

メーターボックス 

メーター直結用止水栓 

同上継手 

エラスジョイント 

ポリブデン管 

給水ヘッダー 

同上継手 

(分止)φ20 

DCIPφ150×20 

敷地境界線 

φ16×φ13×6P 

φ16,φ13 

(鋼)φ13 

φ20 

φ20 

P
P
φ

2
0
 

NCP・20 

HIVPφ20 

H
IV

P
φ

2
0
 

φ20×φ13 

φ20 

φ16,φ13 

サドル分水栓 

密着コア 

敷地境界線 

（正面入口） 

洋室 

クローゼット クローゼット 

床の間 押入 

和室 

ＬＤ 
玄関 

ホール 

シューズ 

クローク 

廊下 

キッチン 

トイレ 
浴室 

1階平面図 

2階平面図 

洋室 

洋室 

ホール 

ウォ－クイン 

クローゼット 

トイレ 

DCIPφ150  H=0.8 

②  

③  

（様式１－裏面） 

φ20 

エラスジョイント 

内部配管：ヘッダー手前・・ポリブデン管φ16 

      ヘッダー以降・・ポリブデン管φ13 

 

サドル分水栓 150×20 

  

(3
.5

) 

(2
.5

) 

（仕切弁までL=25.3m） 

 

-6
0
- 
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薩摩川内市○○町○○○○番地 

株式会社 ○○水道設備 

代表取締役 ○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

1 1 
8 

8 1 1 2 1 1 

２９ ４ １８ ２９ ７ １０ 

７ １１ ２９ 

１ 
４ 

○○○○ 

○○－○○○○ 

(○○○○) 

○○－○○○○ 

２9 ４ １ 

中郷○丁目○○番○○号 

薩摩川内市五代町○○○番地 

鈴木 一郎 

鈴木 一郎  

スズキ   イチロウ 

スズキ   イチロウ 

鈴木 一郎 

（様式２） 

 

申請地 

2011 104 H 2 

 ＴＥＬ（○○○○）○○－○○○○ 

㊞ 

㊞ 

㊞ 

㊞ 

㊞ 

 

-6
1
- 
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○ 

浴室 

洋室 

ウォ－クインクローゼット 

トイレ 

クローゼット 

。 

○ ○ 

玄関 シューズ 

クローク 

キッチン 

ＬＤ 

和室 

押入 床の間 

ホール 

クローゼット 

バルコニー 

洋室 

洋室 

ホール 

トイレ 

① 万能ホーム水栓 水栓柱   （外水栓） 

② 逆止弁付ボールバルブ    （給湯器） 

③ ストレート止水栓 混合水栓 （洗面化粧台） 

④ ストレート止水栓 混合水栓 （キッチン） 

⑤ 埋め込み洗濯機用単水栓   （洗濯機） 

⑥ シャワー付き混合水栓    （浴 室） 

⑦ アングル止水栓 ボールタップ（トイレ） 

⑧ アンクル止水栓 ボールタップ（トイレ） 

⑤  

④  

⑦  ⑥ 

廊下 

洗面 

 
脱衣室 ③  

②  

①  

× 

× 

⑧  

。 

。 

10.5 

3.0 

2.5 

 

2.5 

0.2 

0.4 

0
.4

 

6.83 3.08 

DCIPφ150  H=0.8 

DCIPφ150  H=0.8 

サドル分水栓 150×20 

  

サドル分水栓 150×20 

  

PP60°ベンド 

0.2 

①  

②  

③  
④  

⑤ 

⑦ 

⑥  

⑧  

（様式２－裏面） 

HIVP20 HIVP20 

P
P

2
0
 

H
IV

P
2
0
 

HIVP20 

20×20T 

1 階平面図 

2 階平面図 

隣地境界線 隣地境界線 

内部配管：ヘッダー手前・・ポリブデン管φ16 

      ヘッダー以降・・ポリブデン管φ13 

 

（正面入口） 

（仕切弁までL=25.0m） 

(3
.5

0
) 

1.5 
1.0 

0.2 
0.1 

20×13 

(2
.5

0
) 

 

-6
2

- 
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新 規 給 水 申 込 書 

お客様番号  
 

所

在

地 

               丁目           
薩摩川内市                      番（地）           号 
               町 

（アパート名）                    号棟            号室 

 
開栓区分 開栓・新規中止（使用者欄記入不用）  開栓日 平成    年   月    日 
 
使 

用 

者 

請求区分 １ 工事用 ２ 所有者 ３ その他（            ） 

住 所  

フリガナ  

氏 名 

（法人名） 
                           

生年月日   年  月  日 電話 （   ）    － 
 

 

所

有

者 

住 所  

フリガナ  

氏 名 

（法人名） 
                           

生年月日   年  月  日 電話 （   ）    － 
 

水道区分 川内上水 ・ 樋脇上水 ・ 入来上水 ・ 東郷上水 ・ 祁答院上水・簡水 
 

口 径 型式 種別 メーター番号 有効年限 取付年月日 取付指針 

mm  新・旧  年  月  年  月   日    ㎥ 

給水装置番号 用 途 備   考       

     一般・臨時・船舶 

その他（    ） 

 

異動処理 工務課 施行業者 

住所 

氏名 

電話  

 

 

 

  

請
求
者 

位置図   住宅地図 Ｐ   （        ） 

給水装置番号 口径 メーター番号 

ｍｍ 

冊番 検針員 

（様式３）  

メーター位置    

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

 

 

-6
3
- 



- 64 - 

 

６．２ 施工準備 

  施工に先だち、工事内容、現場の状況に応じた作業工程を作成し、工事に必要な材料の調 

達、機械器具、保安施設等の点検・整備、各関係機関への照会、届出、連絡等を行っておく 

こと。また、道路占用許可条件等の確認を行うこと。 

 

６．３ 施  工 

  承認された工事内容を遵守して施工すること。 

  各工事施工については、工事標準仕様書、配管布設工事及び配水管材料及び前項で述べた 

 設計・施工により施工する。 

⑴ 設計変更 

    工事施工の途中において、施主の要望や施工困難などの理由により、承認を受けた設 

   計書と著しく変更が生じる場合は、工事を中断してあらためて設計図を作成し、先に承 

   認を受けた図面と同時に提出し、再審査を受ける。この場合、理由書の提出を求めるこ 

   とがある。 

⑵ 断水広報 

工事等で断水する場合は、必ず水道局へ断水日時、区域を書面で３日前までに協議す 

ること。また、断水区域の広報は工事を行う前日までに行い、当日も広報すること。 

公共施設、病院、工場等がある場合は、前日までに口頭で十分な説明を行い支障がない 

ようにすること。 

⑶ 耐圧試験 

   主任技術者は、給水装置の耐圧試験として、試験水圧 1.75MPa を 1 分間保持させ、 

   水漏れ、変形、破損その他異常が生じていないことを確認すること。 

  「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」（平成 9 年厚生省令第 14 号） 

 

６．４ 工事検査 

⑴ 工事検査の種類 

    工事検査には、中間検査（取出し工事等）、完成検査、再検査がある。また給水装置工 

   事主任技術者が行う自主検査がある。 

    給水装置工事主任技術者は水道局の検査前に自主検査チェックリストによって自主検 

   査を行い、給水装置が構造・材質基準に適合していることを確認しなければならない。 

   自主検査リストは参考資料による。 

⑵ 工事検査の申込み   

        お客さまセンターへ検査日前日に申込み 

    （前日が市の休日の場合は、直近の市の休日以外の日とする） 

    検査日前日の 8:30～12:00 受付→水道工務課調整→お客さまセンターより指定工事業

者へ連絡 

    申込者氏名、メーター払い出しの有無、開閉栓及び使用者氏名を同時に連絡すること。 

 ⑶ 工事検査の立会人 

    当該工事を担当した給水装置工事主任技術者及び施工状況を熟知した者とする。 

⑷ 工事検査に準備するもの 

    測量器具、掘削器具、工具等 

    給水装置工事申込・審査申請書（承認済印の押印があるもの） 

    給水装置工事検査申請書及び、竣工図のコピー 

⑸ 工事検査の内容 

    工事検査において確認する内容は、表６－３及び表６－４のとおりである。 
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表６－３ 書類検査 

 

 

 

表６－４ 現地検査 

検査種別及び検査項目 検 査 の 内 容 

屋外の 

検 査 

１．分岐部オフセット  ・正確に測定されていること。 

２．水道メーター 

メーター用止水栓 

・水道メーターは、逆付け、片寄りがなく、水平に取付けら  

 れていること。 

・検針、取替に支障がないこと。 

・止水栓の操作に支障のないこと。 

・止水栓は、逆付け及び傾きがないこと。 

３．埋設深さ ・所定の深さが確保されていること。 

４．管延長 ・竣工図面と整合すること。 

５．ボックス ・傾きがないこと、及び設置基準に適合すること。 

・蓋の裏に記入してあること。 

６．止水弁 ・スピンドルの位置がボックスの中心にあること。 

７．舗装復旧 ・舗装復旧（本復旧）が完了し、沈下等がないこと。 

・表示ピン(キャッツアイ)が打たれていること。 

配 管 

１．配管 ・延長、給水用具等の位置が竣工図面と整合すること。 

・配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接

連結されていないこと。 

・配管の口径、経路、侵食、凍結等を防止するための適切

な措置がなされていること。 

・逆流防止のための給水用具の設置、吐水口空間の確保等

がなされていること。 

・クロスコネクションがなされていないこと。 

２．接合 ・適切な接合がおこなわれていること。 

３．管種 ・基準適合品の使用を確認すること。 

 

  

検査項目 検 査 の 内 容 

位 置 図 
・工事箇所が確認できるよう、道路及び主要な建物等が記入されていること。 

・工事箇所が明記されていること。 

平 面 図 

及 び 

立 面 図 

・方位が記入されていること。 

・建物の位置、構造がわかりやすく記入されていること。 

・道路種別等付近の状況がわかりやすいこと。 

・隣接家屋の給水装置番号及び境界が記入されていること。 

・分岐部のオフセットが記入されている。 

・平面図と立面図が整合していること。 

・隠ぺいされた配管部分が明記されていること。 

・各部の材料、口径及び延長が記入されており、 

 ①給水管及び給水用具は、基準適合品が使用されていること。 

 ②構造・材質基準に適合した適切な施工方法がとられていること。 
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表６－４ 現地検査（続き） 

検査種別及び検査項目 検 査 の 内 容 

給水用具 

１．給 水 用 具 ・基準適合品の使用を確認すること。 

２．接 続 ・適切な接合が行われていること。 

受 水 槽 １．吐水口空間の測定 ・吐水口と越流面等との位置関係の確認を行うこと。 

機 能 検 査 

・通水した後、各給水用具から、それぞれ放流し、メーター 

経由の確認及び給水用具の吐水量、動作状態などについて 

 確認すること。 

耐 圧 試 験 
・一定の水圧による耐圧試験で、漏水及び抜けなどのないこ 

 とを確認すること。 

水質の確認 ・表６－５のとおり。 

 

⑹  耐圧試験 

耐圧試験については、適正な施工の観点から配管や接合部の施工が確実に行われたかを 

確認するため、配水管分岐からメーターまでを 0.98MPa で１分間、メーターから給水栓ま 

でを 0.75MPa で 2 分間保持できるかを検査する。 

 

耐圧試験の手順（メーターから給水栓まで） 

   （ア）メーター接続用ソケット又はフランジにテストポンプを連結する。 

   （イ）給水栓等を閉めて、給水装置内及びテストポンプの水槽内に充水する。 

   （ウ）充水しながら、給水栓等をわずかに開いて給水装置内の空気を抜く。 

   （エ）空気が抜けたら、給水栓を閉める。 

   （オ）加圧を行い水圧が 0.75MPa に達したら、テストポンプのバルブを閉めて 2 分間以

上その状態を保持し、水圧の低下の有無を確認する。 

   （カ）試験終了後は、適宜、給水栓を開いて圧力をさげてからテストポンプを取り外す。 

 

⑺  水質について表６－５の確認を行うこと。 

       表６－５ 水質の確認項目 

項   目 判 定 基 準 

残留塩素（遊離） 0.1 ㎎／ℓ以上 

臭気 異常でないこと 

味 〃 

色 〃 

濁り 〃 
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６．５ 完成した給水装置の引渡し 

  指定工事業者は、完成した給水装置等を注文者に引渡すことにより、請負人としての義務 

 を履行することになる。 

  ここにいう完成した給水装置等とは、注文者から提示された施行条件をそなえ、かつ、管 

 理者の定める基準に適合するものをいう。 

  指定工事業者は、完成した給水装置を引渡すにあたり、注文者の立会いを求め、当該工事 

 が請負契約の締結時に示された施行条件に基づいて行われたものであることの確認を受けな 

 ければならない。（設計変更を行った場合は、変更事項を説明し、注文者の確認を得ること） 

 また、完成した給水装置の引渡しに際し、指定工事業者が注文者に行うべき事項は、次のと 

 おりである。 

⑴ 給水装置等の竣工図（写し）の提出。 

⑵ 給水装置等の使用方法、その他維持管理に必要と思われる次の事項を説明し、指導する。 

  ア メーター及び止水栓などの位置を明確にしておき、その上に物などを置かないこと。

また、家屋の増改築のためメーター及び止水栓などが家屋の下になるような場合は、 

これらの位置を変更すること。 

  イ 漏水の発見方法及び漏水の予防方法を指導（表６－６参照）するとともに、漏水を発 

見した場合は、ただちに止水栓で止水し、指定工事業者又は管理者に通報し、適切な措 

置をとるように指導する。 

  ウ 受水槽の清掃など管理を適切に行うよう指導する。 

 

⑶ 工事の保証期間について説明する。 

⑷ 管理者から示される条件等の内容を説明する。 

⑸ 故障の際の連絡先について説明する。 

⑹ 改造等を行う際は、申請が必要であることを説明すること。 
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表６－６ 漏水の発見方法及び予防方法 

点 検 箇 所 漏水の発見方法 漏水の予防方法 

水道メーター 

全ての給水栓を閉め使用していない 

のに、回転指標（パイロット）が回 

転している。 

定期的に水道メーターを見る習慣 

をつける。 

給 水 栓 
給水栓の漏水は、ポタポタからはじ 

まる。異常が無いか確認を行う。 

蛇口が閉まりにくい時は、無理に 

締めずにすぐ修理する。 

水洗トイレ 
使用していないのに、水が流れてい 

ないか。 

使用前に水が流れていないか確認 

する習慣をつける。 

受 水 槽 

使用していないのに、ポンプのモー 

ターがたびたび動いていないか。 

受水槽にひび割れ、亀裂がないか 

時々点検する。 

受水槽の水があふれていないか。 
警報機を取り付ける。 

構造の確認を行う。 

壁 

（配管部分） 

配管してある壁や羽目板がぬれてい 

ないか。 

家の外側に水が流れていないか確認

する習慣をつける。 

地 表 

（配管部分） 

配管してある付近の地面がぬれてい 

いないか。 

給水管の布設されているところに 

は物を置かない。 
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７．受水槽方式給水設備 

 

 受水槽方式給水による受水槽以下の設備については、水道法上の給水装置ではないが、同じ 

飲料水の設備であるため、設計、施工並びに維持管理にあたっては構造や材質上の安全を期す 

るとともに有害な物が侵入し、浸透して飲料水を汚染しないよう衛生面に十分配慮しなければ 

ならない。 

 

７．１ 受 水 槽 

  受水槽の構造及び材質は、次の各号に適合しなければならない。 

  ア 保守点検が容易に行えるものであること。 

  イ 十分な強度を有し、耐水性に富むものであること。 

  ウ 受水槽内の水が汚染されないものであること。 

 ⑴ 受水槽の設置位置 

   受水槽の設置位置は、保守点検が容易に行えるもので、受水槽内の水が汚染されないこ 

とを必要条件とするため、配水管の布設位置より高い位置で、当該建築物の１階床上以上 

とする。 

⑵ 受水槽の構造及び材質等 

  ア 建築物の内部又は屋上等に設ける場合 

（ア） 外部から、受水槽の天井、底又は周壁の保守点検を容易かつ安全に行うことがで 

     きるように設けること。 

 

     図７－１ 受水槽設置位置の一例 

 

 

 

（イ） 受水槽の天井、底又は周壁は建築物の他の部分と兼用しないこと。 

  （ウ） 内部には、飲料水の配管設備以外の配管設備を設けないこと。 

  （エ） 受水槽の上にポンプ、ボイラー等を設置する場合は、受水槽の水を汚染すること 

     がないように必要な措置を講じること。 
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  （オ） 受水槽は水質に悪影響を与えない材料を用い、完全な水密性及び遮光性を保持さ 

     せなければならない。 

  （カ） 受水槽内で飲料水が滞留し、滞留水が生ずることのないよう、受水槽の流入口と 

     揚水口を対称的な位置に設置する。また、受水槽が大きい場合は、有効な導流壁を 

     設けること。 

      このほか、受水槽は、清掃時に断水しないよう２槽とすることが望ましい。特に 

     鋼板製の場合は、内面が乾燥するまで数日を要することから、原則として２槽とす 

     る必要がある。 

  （キ） 受水槽の底部床版面と低水位との間隔が 15cm 以上となる構造とするとともに排 

     水が完全に行えるよう排水溝及び吸込みピットに向けて 1/100 以上のこう配を設 

     ける必要がある。 

 

     図７－２ 受水槽内の排水設備の一例 

 

 

 

 

  （ク） 受水槽には、高水位、低水位警報設備を設置することが望ましい。 

  （ケ） 受水槽には、内部の保守点検を容易に、かつ、安全に行うことができる位置にマ 

     ンホール（直径 60cm 以上）を設けるとともに、マンホールには足掛金具を取り付 

     けるほか天井上部より突き出た構造とし、外部から有害な物が入らないよう密閉式 

     で、かつ、ふたは施錠できるものとする。 

      ただし、受水槽の天井がふたを兼ねる場合においては、この限りでない。 
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     図７－３ マンホールの取付け例 

 

 

 

 

  （コ） ボールタップは保守点検を容易にするため、マンホールの近くに取付け、流入管 

     には受水槽外に止水器具を取り付けることが望ましい。なお、ボールタップは、水 

     撃作用（ウォーターハンマー）防止型を使用しボールタップの手前に、水撃防止器 

     を設置するとともに受水槽内に波立防止板（図４－１５）を設置する。 

 

  （サ） 流入管には、逆流防止のための吐水口空間を確保しなければならない。（省令第 5 

     条第 1 項及び第 2 項参照） 

  （シ） 受水槽の最低部（吸込みピット）より受水槽内の水を完全に排出するために排水 

     管を設けなければならない。なお、排水管の管端は一般の排水管に直接接続させず、 

     間接排水としておかなければならない。 

 

  （ス） 受水槽にほこりその他の有害物が入らない構造の越流管及び通気管を有効に設け 

     ること。 

      越流管の管径は流入水量を十分に排水できるもので、その吐け口は間接排水とす 

     るため、開口しておくものとし、この開口部には金網等を取り付ける必要がある。 

     なお、越流管の管径は給水管管径の 1.5 倍以上とする。 

      また、通気装置に金網等を取り付ける場合は、この金網等によって通気のための 

     有効面積が縮小され、かつ、通気装置の機能を低下させないように注意する必要が 

     ある。なお、有効容量が 2 ㎥未満の受水槽では、越流管で通気が行われるため通気 

     装置は不要である。 
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     図７－４ 受水槽に設置する越流管及び通気のための装置の一例 

 

                                                               

  イ 建築物の外部に設ける場合 

  （ア） 受水槽の底が地盤面下にあり、かつ、当該受水槽等からくみ取り便所の便槽、し 

     尿浄化槽、排水管（受水槽等の水抜管又は越流管に接続する排水管を除く）、ガソリ 

     ンタンクその他衛生上有害物の貯溜又は処理に供する施設までの水平距離が 5m 未 

     満の場合においては、アの（ア）及び（ウ）から（ス）までに定めるところによる。 

 

     図７－５ 
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     （イ） （ア）以外の場合においては、（ア）の（ウ）から（ス）までに定めるとこ 

     ろによる。 

 

     図７－６  

 

 

 

 ⑶ 受水槽の有効容量 

    受水槽の有効容量は水質を保全し、円滑な給水を保持するため、１日最大使用水量の 

４／１０～６／１０を標準とする。 

  ⑷ 受水槽の参考図 

    受水槽の一般的な構造は図７－７による。 
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７．２ 高置水槽 

 ⑴ 高置水槽の設置位置 

   高置水槽の高さは、建築物最上階の給水栓等から、上に 5m 以上の位置を水槽の低水位 

とする。ただし、最上階に瞬間湯沸器又は大便器洗浄弁を用いる水洗便所がある場合は、 

それから上に 10m 以上の位置を水槽の低水位とする必要がある。 

 ⑵ 高置水槽の構造及び材質 

   高置水槽の構造及び材質は受水槽に準ずること。 

 ⑶ 高置水槽の有効容量 

    高置水槽の有効容量は一日最大使用水量の１／１０を標準とする。 

 ⑷ 付属設備等 

  ア 高置水槽内の清掃を迅速かつ容易に行うため、排水管は、水槽の最低部に設けなけれ 

ばならない。 

 

   図７－８ 

 

   イ 凍結防止のため、流入、流出の立上り管等は保温工を施すこと。なお、水槽内にお 

ける流出管の管端位置は、水槽底面から管径の２倍以上の位置に設けること。 

   ウ 高置水槽には、この設備以外の配管をしてはならない。やむを得ず消火用水の圧送 

管を高置水槽に連結するような場合は、消火用水が圧送時に高置水槽へ逆流するのを 

防止するため必ず落とし込みとすること。 

   エ 高置水槽は、維持管理上周りに安全さくを取り付け、足場を設置すること。 

 

図７－９ 
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７．３ 貯水槽水道 

  ビル・マンションなど高所への安定的な給水方式として、市の水道から供給される水を 

 一旦受水槽に貯めた後、いろいろな方法で圧力をかけて給水する水道で、水槽の有効容量 

 が 100 立方メートル以下のものを総称して貯水槽水道という。貯水槽水道には、受水槽の 

 有効容量により２つに区分される。 

 １ 簡易専用水道 

   市の水道から供給を受けた水のみを水源として、受水槽の有効容量が 10 立方メートル 

  を超えるもの。 

 ２ 小規模貯水槽水道 

   市の水道から供給を受けた水のみを水源として、受水槽の有効容量が 10 立方メートル 

  以下のもの。 

 ３ 管理者の責務 

  ⑴ 水道事業管理者は、貯水槽の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽の設置 

   者に対し、指導・助言及び勧告を行う。 

  ⑵ 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理などに関する情 

   報提供を行う。 

 ４ 設置者の責務 

  ⑴ 簡易専用水道の設置者は、水道法第 32 条の定めによるところにより、その水道を管 

   理するとともに、管理の状況に関する検査を受けなければならない。 

  ⑵ 小規模貯水槽水道の設置者は、下記に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理 

   するとともに、管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。 

 ５ 管理基準 

  ⑴ 水槽の清掃を１年以内ごと１回、定期に行うこと。 

  ⑵ 水槽の点検等、有害物・汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な 

   措置を講ずること。 

  ⑶ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味、その他の状態による供給する水に異常を 

   認めたときは、水質基準に関する 51 項目検査のうち必要なものについて検査を行う 

   こと。 

  ⑷ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停 

   止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ず 

   ること。 

 ６ 定期検査 

  ⑴ １年以内ごとに１回とする。 

  ⑵ 検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるもの 

   とする。 
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７．４       水道直結式スプリンクラー設備設置基準 

 

１ 目 的 

   特定施設水道連結型スプリンクラー設備のうち、水道法第３条第９項に規定する給水装 

  置に直結する範囲に設置されるスプリンクラー設備（以下、「水道直結式スプリンクラー設 

備」という。）については、水道法の適用を受けるため、その設置にあたり設置基準を定め 

ることを目的とする。 

 

２ 適用範囲・条件 

⑴ 対象建物 

消防法施行令 12 条 2 項 3 号の 2（※）に規定されているもの。 

※延べ面積から防火上有効な措置が講じられた構造を有する部分を除いた面積（基準 

面積）が 1,000 平方メートル未満の施設 

  ⑵ 設置条件 

ア 水道直結式スプリンクラー設備は、配水管又は給水管の給水能力の範囲内で、必要 

な水圧及び水量が得られるものであること。 

イ  水道直結式スプリンクラー設備の設置は、地上 2 階以下の建物に限る。給水管の途 

中に増圧給水設備を設置し、圧力を増して直結する直結増圧式は、本市においては認 

めない。 

３ 調 査 

⑴ 事前調査 

指定給水装置工事事業者（以下「指定工事業者」という。）は、設計に必要な事項等に 

ついて事前に十分調査し、申請地における配水管の口径及び水圧測定（ 72 時間以上） 

等の調査確認を行い、水圧調査確認書【別紙１】を提出すること。 

  ⑵ 留意事項 

   ア 水道直結式スプリンクラー設備を設置または整備する場合は、消防法の規定により 

必要な事項については、消防設備士が責任を負うことから、指定工事業者は、消防設 

備士の指導の下に行うものとし、所管消防署と十分な打合せを行うこと。 

   イ 消防法に基づく水道直結式スプリンクラー設備の設置にあたり、消防設備士が水道 

事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管からスプリンクラーヘッドま 

での部分について水理計算等を行うことから、指定工事業者は水道直結式スプリンク 

ラー設備を設置しようとしているもの（以下「申請者」という。）に対して、申請地の 

最小動水圧等の配水管の状況等について、情報を提供すること。 

   ウ 水道直結式スプリンクラー設備を設置しようとするものは、給水装置工事申請時に 

承諾書【別紙２】を添付して提出すること。また指定工事業者は、申請者に対して、 

承諾書の内容を確実に了知させておくこと。 

 ４ 事前協議 

    水道直結式スプリンクラーを設置しようとするものは、下記の書類を提出し、事前に 

協議を行うこと。 

⑴ 位置図 

⑵ 配管図 

  ⑶ 平面図及び詳細図（配管及びスプリンクラーヘッドの配管等） 

  ⑷ 立面図 

  ⑸ 水理計算書（消防設備士が計算したもの） 

⑹ その他、管理者が必要とする書類 
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 ５ 設計及び施工 

  ⑴ 設計水圧は原則として 0.2MPa とする。 

  ⑵ 水道直結式スプリンクラー設備の設計にあたっては、他の給水用具（水栓等）を閉栓 

した状態での使用を想定すること。 

⑶ スプリンクラーヘッド各栓の放水量は 15L/分（火災予防上支障のある場合にあると認 

められる場合にあっては、30L/分）以上の放水量が必要であること。また、スプリンク 

ラーヘッドが最大 4 個同時に開放する場合を想定し設計されることがあるため、その際 

は、合計の放水量は 60L/分（120L/分）以上を確保すること。 

   

 ６ 材質・構造 

⑴ 水道直結式スプリンクラー設備の使用材料は、消防法令適合品を使用するとともに、 

水道法施行令第 5 条、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に定められた基準に 

適合したものを使用すること。 

  ⑵ 逆流防止装置を給水主管からスプリンクラー系統管の分岐部直近に設置すること。 

  ⑶ 停滞水及び停滞空気が発生しない構造とするため、配管末端には飲用に供せず、かつ 

日常的に使用する水栓（トイレのロータンク等）を設置すること。 

  ⑷ 結露現象を生じ、周囲（天井等）に影響を与える恐れのある場合は、防露措置を講じ 

ること。 

⑸ 末端のスプリンクラーヘッドから末端器具までに露出配管がある場合、配管材料は鋼 

管類を使用すること。 

 

 ７ その他 

⑴ 指定工事業者は、水道直結式スプリンクラー設備の維持管理上の必要事項及び連絡先 

を記した表示板を見やすいところに設置すること。 

⑵ 指定工事業者は、メーターボックス内に「水道直結式スプリンクラー設備設置」と表 

示すること。  

 

 

    （附則） 

この設置基準は、平成 29 年 12 月 1 日から適用する。 
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【別紙－１】 

水 圧 調 査 確 認 書 

年  月  日 

 

 薩摩川内市水道事業 

 薩摩川内市長       様 

 

 

指定給水装置工事事業者 

【住 所】 

【氏 名】            ㊞ 

【ＴＥＬ】 

 

測定場所及び施設名 

（測定場所） 

 

（施設名称） 

 

給水装置主任技術者 

氏名 

 

（主任技術者）                 ㊞ 

 

消防設備士業者名及

び消防設備士氏名 

（消防設備士業者名） 

 

（消防設備士）                 ㊞ 

 

施 設 の 概 要 

 

（施設の内容） 

 

（施設の階数）     階建 

 

配水管状況及び給水 

管状況 

（配水管）    〔管種・口径〕      管 φ  mm 

（分岐口径）  φ  mm 

（メーター口径）φ  mm 

測定場所付近の水圧 

（最小動水圧）    MPa ※別紙測定記録紙 

 

（測定日時）  年 月 日～  年 月 日 

 

添 付 書 類  

（位置図）測定場所を記入してあるもの 

（平面図）測定場所を記入してあるもの 

（水圧測定記録） 

（その他必要な書類） 
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【別紙－２】 

水道直結式スプリンクラー設備設置条件承諾書 

年  月  日 

 

 薩摩川内市水道事業 

 薩摩川内市長       様 

 

 

（給水装置所有者） 

住 所 

氏 名           ㊞ 

                                                      ＴＥＬ 

 

  水道直結式スプリンクラー設備の設置にあたり、指定給水装置工事事業者及び消防設備士 

から十分に説明を受けましたので、適正に維持管理するとともに、下記の事項について承諾

いたします。 

 

記 

 

⑴ 薩摩川内市水道事業（以下、「水道事業者」という。）の特定施設水道連結型スプリン 

   クラー設備（直結直圧式）設置基準を遵守すること。 

  

⑵ 災害その他正当な理由によって、一時的な断水や水圧低下等により水道直結式スプリ 

ンクラー設備の性能が十分に発揮されない状況が生じても、水道事業者は一切の責任を 

負わない。 

 

⑶ 水道直結式スプリンクラー設備の火災時以外における作動及び火災時の水道事業にそ 

の責を求めることができない非作動に係る影響に関する事項について、水道事業者は一 

切の責任を負わない。 

 

⑷ 水道直結式スプリンクラー設備が設置された家屋、部屋を賃貸する場合には、（２） 

   および（３）のような条件が付いている旨を借家人等に熟知させること。 

 

⑸ 水道直結式スプリンクラー設備の所有者を変更するときは、上記の事項について譲渡 

   人に熟知させ、その譲渡人は変更届けおよび承諾書を提出すること。 

 

 

 

 

 


